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運 営 規 程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、医療法人社団松嶺会が設置運営する介護医療院（以下「施設」という。）

の運営及び利用について必要な事項を定め施設の円滑な運営を図ることを目的と

する。 

 

  ２   この規程は、医療法人社団松嶺会が設置運営する介護医療院の運営及び     

利用について準用するものとする。この場合、この規程における「管理者」は「病

院長」に「従業者」は「職員」に、それぞれ読み替えるものとする。 

 

（基本方針） 

第２条 施設は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画書に基づいて、

療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を行うことにより、その者が有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるようにするものとする。 

 ２  施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って施設サービス

の提供に努めるものとする。 

 ３  施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を

行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるも

のとする。 

 

（施設の名称） 

 第３条 施設の名称及び所在地は次の通りとする。 

  （１）名称   介護医療院 冨士ヶ丘病院 

  （２）所在地  太田市熊野町３８－８１ 

 

（従業者の種類、員数及び職務の内容） 

 第４条 施設の勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 

 （１）管理者 （医師）１名 

    管理者は、施設の従業員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を行う。  

 （２）医師 ２．１人以上 

    医師は、入院患者の病状に照らし妥当適切な検査、投薬、処置等を行う。 

 （３）薬剤師 ０．６５人以上 

    薬剤師は、医師の指導に従い調剤する事とし、必要に応じ服薬指導、薬剤管理指導    

を行い安全かつ有効な薬物療法を行う。 

 （４）管理栄養士又は栄養士 １人以上 

    管理栄養士又は栄養士は、栄養並びに入院患者の心身の状態病状及び嗜好を考慮し栄

養ケア計画を作成し、適切な栄養状態、食事相談、食事提供を行うものとする。    

栄養士は栄養並びに入院患者の心身の状態病状及び嗜好を考慮し適切な栄養状態、食

事相談、食事提供を行うものとする。 



 （５）看護職員 １７人以上 

    看護職員は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう入院患者の病状    

及び心身の状況に応じ看護を行う。 

 （６）介護職員 ２５人以上 

    介護職員は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病    

状及び心身の状況に応じ介護を行う。 

 （７）リハビリ職員（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士） １人以上 

    リハビリ職員は、入院患者の心身の諸機能回復を図り日常生活の自立を援助する為必

要に応じて適切なリハビリテーションを計画的に行う。 

 （８）介護支援専門員 １人以上 

    介護支援専門員は、入院患者の施設サービス計画を作成し、作成後においても施設    

サービス計画の状況の把握を行い必要に応じ施設サービス計画の変更を行う。 

  ２  第１項に定めるもののほか必要がある場合は定数を超え又はその他の従業員を置く    

ことができる。 

 

（入院患者の定員） 

 第５条 当施設はⅠ型介護医療院であり、入院患者の定数は９７名とする。 

  ２  前項で定める入院患者の定員を超えてはならない。 

 

（介護医療院サービスの内容） 

 第６条 入院患者に対する介護サービスの内容は次の通りとする。 

 （１）診察 

 （２）施設サービスの計画作成 

 （３）機能訓練 

 （４）看護 

 （５）医学的管理の下における介護 

 （６）口腔衛生の管理 

（７）食事の提供 

 （８）レクリエーション 

 （９）入院患者及びその家族への指導及び相談援助 

 （１０）その他入院患者に対する便宜の提供 

 

（施設サービスの利用料及び費用等） 

 第７条 施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサー

ビスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応

じた額の支払いを受けるものとする。 

  ２  前項の利用料負担による施設サービスの他、次の各号に掲げる事項については     

入所者からの費用の支払いを受けることにより実施することができる。 

 （１）食費（食材料費と調理費相当額）       日額  １，９５０円 

    ※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 

 （２）居住に要する費用 

    多床室（光熱費相当額）           日額    ５６０円 

    従来型個室（室料と光熱費相当額）      日額  １，７６０円 



    ※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 

    ※介護保険の外泊時費用及び施行的退院費用算定期間中は、居住費・特別な室料     

も徴収する。 

    ※感染症や治療上の必要など施設側の事情により 30 日以内の期間で個室への入院     

が必要であったり、著しい精神症状等により多床室では同室者の心身の状況に重大

な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外の対応が不可欠な者が従来型個室を利用す

る場合は、多床室での介護報酬を適用する。 

 （３）厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行った    

ことに伴い必要となる費用 

         個 室            １，０００円（税別）（２階・新館病棟） 

         ２人室              ５００円（税別）（２階病棟） 

 （４）施設で洗濯をした場合の洗濯代        ７５０円（税別）（１回・希望時） 

 （５）家族等の依頼により行う死後処置料   ３０，０００円（税別）（エンゼルケア） 

 （６）死亡診断書               ６，０００円（税別）（診断書料） 

      身体障害者申請用診断書料             ６，０００円（税別） 

    健康診断書料               ４，０００円（税別） 

   ＊健康診断にかかる費用は検査内容により別途実費徴収とする。 

（７）入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料  １枚 ５００円（税別） 

 （８）日用品費 入所者又は家族の依頼により提供  日額 ３００円（非課税） 

 （９）施設利用者が選定する特別な食事の提供を行った場合は実費徴収する。  

（１０）健康管理費 インフルエンザ予防接種費用 

（１１）教養娯楽費（希望時）    教養娯楽材料代・個人購読の新聞代 実費 

（１２）理美容代（希望時）            業者により異なる  実費 

（１３）入所者又は家族の依頼により、施設から郵送する郵便物等の配送料 実費 

（１４）入所者又は家族の依頼により提供する X 線フィルム等の CD-R コピー代 

１枚 １，０００円（税別） 

３  第１項並びに第２項の各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供にあたっては、予

め入所者又は家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し同意を得る

ものとする。 

 

（利用料金の変更） 

第８条 介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった場

合は、事業者は当該サービス利用料金を変更することができ、契約者及び身元保証

人に説明同意を得るものとする。 

  ２  契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意する事が出来ない場合には、本契約は解

除するものとする。 

  ３  契約者世帯の家計状況の急変等により、前条２項（３）に定める利用料については別

途相談に応じるものとする。 

 

（施設の利用に当たっての留意事項） 

 第９条 入院患者は、介護施設サービスの提供を受ける際には次に掲げる事項に留意し 

なければならない。 

 （１）健康状態に異常があった場合にはその旨申し出ること。 



 （２）機能訓練室を利用する際には職員の指示に従い機能回復に努めること。 

 （３）浴室を利用する際には職員の指示に従い転倒事故に注意すること。 

 

（外出及び外泊） 

 第 10 条 入院患者は、外出又は外泊しようとするときはその都度行く先、用件、施設へ帰

着する予定日時等を管理者に届け出て許可を得なければならない。 

   ２  前項の許可を受けたものが許可内容を変更するときは、事前にその旨を申し出     

なければならない。 

（面会） 

 第 11 条  入院患者に面会をしようとする者は、面会簿に所定事項を記載し管理者の確認      

を得なければならない。 

 

（禁止行為） 

 第 12 条  入院患者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

 （１）入院中の喫煙及び飲酒。 

 （２）火気を用いたり、自炊をすること。 

 （３）けんか、口論、泥酔等で他人に迷惑をかけること。 

 （４）その他管理者が定めたこと。 

 

（損害賠償） 

 第 13 条  入院患者が故意または過失によって施設の設備等に損害を与えた時は、その損害

を弁償させ又は現状に回復させることができる。 

 

（非常災害対策） 

 第 14 条  施設は非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報      

及び連携体制を整備しそれらを定期的に職員に周知しなければならない。 

   ２  管理者は常に非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、定期的に訓      

練を行うものとする。 

   ３  入院患者は前項の対策に可能な限り協力しなければならない。 

   ４  災害が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築する 

観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応じて

計画の変更を行うものとする。 

５  訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 

 

（施設サービス評価） 

 第 15 条  管理者は、自ら施設が提供するサービスの質について評価を行い、常にその改      

善を図るものとする。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

 第 16 条  管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発      

生した場合には、速やかに市町村、入院患者の家族に連絡を行うとともに必要

な措置を講じるものとする。 

    ２   事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際し



てとって処置について記録し、改善策を検討する。 

    ３   管理者は、担当者を設置し事故発生防止の為の委員会及び研修を行うものとする。 

    ４   管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合       

は速やかに損害賠償を行うものとする。但し、事業所の責めに帰すべからざる

事由による場合はこの限りではない。 

（苦情等への対応） 

 第 17 条  管理者は、施設サービスに関する入院患者からの苦情に迅速かつ適切に対応す      

る為に苦情受付窓口を設置し、苦情を受け付けた時には速やかに事実関係を調

査するとともに対応の結果について入院患者に報告するものとする。 

    ２   管理者は、苦情を申し立てた入院患者に対していかなる差別的な取り扱いも行っ

てはならない。 

 

（身体拘束の制限） 

第 18 条  従業者は施設サービスの提供にあたっては入院患者の生命又は身体を保護する     

為緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入院患者の行動を制限する行

為を行ってはならない。なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合にはその様

態及び時間、その際の入院患者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記

録しなければならない。 

   ２   身体拘束の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 

    （１） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

    （２）身体拘束等適正化のための指針を整備する。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施する。 

（虐待の防止） 

第 19 条 管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、必要な措置を講じるも

のとする。 

    ２  虐待の防止に関する責任者は管理者とする。 

    ３  管理者は、従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修を行うものと

する。 

    ４  管理者は、従業者又は擁護者により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場

合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

   ５  管理者は、虐待の防止等のために、以下に掲げる事項を実施する。 

     （１）虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について従業者に周知徹底する。 

     （２）虐待防止の為の指針を整備する。 

     （３）虐待を防止する為の定期的な研修を実施する。 

     （４）前４号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を設置する。 

（褥瘡の発生防止） 

 第 20 条 施設は施設サービスの提供にあたり、褥瘡が発生しないよう次の各号に定める措

置を講じなければならない。 

（1） 褥瘡の発生リスクが高い利用者に対し、褥瘡予防の為の計画を作成する 

（2） 看護師等を褥瘡予防担当者とする 



（3） 委員会を設置し、褥瘡対策の為の指針を整備する 

（4） 従業員に対し褥瘡対策に関する教育を行うものとする 

（個人情報の保護及び守秘義務） 

 第 21 条  施設は、入院患者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの

為のガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。 

    ２  施設の従業者は業務上知り得た入院患者又はその家族及び他の従業者の個人情      

報を第三者に漏らしてはならない。このことについては、施設を退職した後も      

同様とする。 

    ３  入院患者が保健・医療・福祉サービスを円滑に受けられるよう、関係機関との      

情報提供を行う場合は予め同意を得るものとする。 

 

（衛生管理） 

 第 22 条  管理者は、入院患者の保健衛生の維持向上及び施設における感染症又は食中毒      

の発生又は蔓延の防止を図るため次の各号に掲げる事項を実施するものとする。 

  （２） 感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のため対策を検討する委員会を設置し、

おおむね３月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図るものとする。 

  （３） 感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針の整備 

  （４） 職員その他の従業者に対する感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための      

研修の実施。 

（５） 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する

手順」に沿った対応を行う。 

（６） 感染症が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築す

る観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応じ

て計画の変更を行うものとする。 

 

（地域との連携） 

 第 23 条  管理者はその運営にあたって地域との交流を図るものとする。 

 

（職員の服務規律） 

第 24 条 職員は介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命

令に従い自己の業務に専念する。服務にあたっては、協力して施設の秩序を維持

し常に次の事項に留意すること。 

（1） 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 

（2） 管理者が不在時で急を要する事態が発生した場合は、看護部長が管理業務を臨時

的に代行する。 

（3） 各部署は別添の組織図により構成される。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

 第 25 条  施設は従業者の資質の向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし業

務体制を整備する。 

  （１） 採用時研修  採用後３カ月以内 



  （２） 継続研修   年１回以上 

    ２  この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団松嶺会と冨士

ヶ丘病院の管理者の協議により定めるものとする。 

 

 

 

（附 則） 

 １ この運営規程は、令和２年４月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和３年４月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和４年１０月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和６年４月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和６年８月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和７年８月１日より運用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７条 別紙 

介護医療院 冨士ヶ丘病院の利用料金表 

 

◎介護保険給付サービス利用料金（１日あたり） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付額を除いた金額（自己負担割合に応じた額）をお支払い下さい。 

 

１．基 本 料 金 Ⅰ型介護医療院サービス費 （Ⅰ） 

１－１ 自己負担額１割 

〔個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，２１０円 ８，３２０円 １０，７００円 １１，７２０円 １２，６３０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額９割 
６，４８９円 ７，４８８円 ９，６３０円 １０，５４８円 １１，３６７円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）１割 
７２１円 ８３２円 １，０７０円 １，１７２円 １，２６３円 

 

〔２人室・３人室・４人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，３３０円 ９，４３０円 １１，８２０円 １２，８３０円 １３，７５０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額９割 
７，４９７円 ８，４８７円 １０，６３８円 １１，５４７円 １２，３７５円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）１割 
８３３円 ９４３円 １，１８２円 １，２８３円 １，３７５円 

 

１－２ 自己負担額２割 

〔個  室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，２１０円 ８，３２０円 １０，７００円 １１，７２０円 １２，６３０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額８割 
５，７６８円 ６，６５６円 ８，５６０円 ９，３７６円 １０，１０４円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）２割 
１，４４２円 １，６６４円 ２，１４０円 ２，３４４円 ２，５２６円 

 

〔２人室・３人室・４人室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，３３０円 ９，４３０円 １１，８２０円 １２，８３0 円 １３，７５０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額８割 
６，６６４円 ７，５４４円 ９，４５６円 １０，２６４円 １１，０００円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）２割 
１，６６６円 １，８８６円 ２，３６４円 ２，５６６円 ２，７５０円 



１－３ 自己負担額３割 

〔個  室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，２１０円 ８，３２０円 １０，７００円 １１，７２０円 １２，６３０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額７割 
５，０４７円 ５，８２４円 ７，４９０円 ８，２０４円 ８，８４１円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）３割 
２，１６３円 ２，４９６円 ３，２１０円 ３，５１６円 ３，７８９円 

 

〔２人室・３人室・４人室〕 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，３３０円 ９，４３０円 １１，８２０円 １２，８３０円 １３，７５０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額７割 
５，８３１円 ６，６０１円 ８，２７４円 ８，９８１円 ９，６２５円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）３割 
２，４９９円 ２，８２９円 ３，５４６円 ３，８４９円 ４，１２５円 

 

２．加  算 

   ※以下の加算項目に該当した場合は、上記１．基本料金に加算されます。 

 

＊１割負担の場合 

加算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 

①若年性認知症入所者受入加算 円／日 １，２００円 １２０円 

②外泊時費用 円／日 ３，６２０円 ３６２円 

③試行的退所サービス費  円／回 ８，０００円 ８００円 

④他科受診時費用  円／回 ３，６２０円 ３６２円 

⑤初期加算 円／日 ３００円 ３０円 

⑥退所前訪問指導加算 円／回 ４，６００円 ４６０円 

⑦退所後訪問指導加算        円／回 ４，６００円 ４６０円 

⑧退所時指導加算                 円／回 ４，０００円 ４００円 

⑨退所時情報提供加算  （Ⅰ）             円／回 ５，０００円 ５００円 

退所時情報提供加算  （Ⅱ） 円／回 ２，５００円 ２５０円 

⑩退所前連携加算                 円／回 ５，０００円 ５００円 

⑪協力医療機関連携加算 円／月 １，０００円 １００円 

⑫訪問看護指示加算              円／回 ３，０００円 ３００円 

⑬栄養マネジメント強化加算               円／日 １１０円 １１円 

⑭経口移行加算                   円／日 ２８０円 ２８円 

⑮経口維持加算Ⅰ                 円／月 ４，０００円 ４００円 

経口維持加算Ⅱ                 円／月 １，０００円 １００円 

⑯口腔衛生管理加算Ⅰ                円／月 ９００円 ９０円 

 口腔衛生管理加算Ⅱ 円／月 １，１００円 １１０円 



⑰療養食加算                    円／回 ６０円 ６円 

⑱退所時栄養情報連携加算 円／回 ７００円 ７０円 

⑲在宅復帰支援機能加算               円／日 １００円 １０円 

⑳認知症専門ケア加算（Ⅰ）                円／日 ３０円 ３円 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）                円／日 ４０円 ４円 

㉑認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 円／月 １，５００円 １５０円 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 円／月 １，２００円 １２０円 

㉒認知症行動・心理症状緊急対応加算 円／日 ２，０００円 ２００円 

㉓排せつ支援加算（Ⅰ） 円／月 １００円 １０円 

 排せつ支援加算（Ⅱ）              円／月 １５０円 １５円 

 排せつ支援加算（Ⅲ） 円／月 ２００円 ２０円 

㉔再入所時栄養連携加算 円／回 ２，０００円 ２００円 

㉕自立支援促進加算 円／月 ２，８００円 ２８０円 

㉖褥瘡対策指導管理（Ⅰ） 円／日 ６０円 ６円 

 褥瘡対策指導管理（Ⅱ） 円／月 １００円 １０円 

㉗安全対策体制加算 円／回 ２００円 ２０円 

㉘科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 円／月 ４００円 ４０円 

 科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 円／月 ６００円 ６０円 

㉙夜間勤務等看護加算（Ⅳ） 円／日 ７０円 ７円 

㉚サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 円／日 ６０円 ６円 

㉛高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 円／月 １００円 １０円 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 円／月 ５０円 ５円 

㉜新興感染症等施設療養費 円／日 ２，４００円 ２４０円 

㉝生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 円／月 １，０００円 １００円 

 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 円／月 １００円 １０円 

㉞介護職員等処遇改善加算Ⅱ

（令和 6 年 6 月 1 日から） 

総合計額に 4.7％を乗じた額 （１） （１）の金額 

（減 算）          

① 医療院療養環境減算１（２階病棟） 円／日 ２５０円 ２５円 

② 栄養ｹｱ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ未実施減算 円／日 １４０円 １４円 

③ 安全管理体制未実施減算 円／日 ５０円 ５円 

④ 身体拘束廃止未実施減算 ％／日  所定単位数の１０％ 

⑤高齢者虐待防止措置未実施減算 %／日  所定単位数の１% 

⑥業務継続計画未策定減算 %／日  所定単位数の３% 

＊自己負担割合が２割、３割の場合、自己負担金額は１割負担の場合の２倍、３倍となります。 

＊上記基本料金と各種加算（該当するもの）の自己負担割合に応じた負担合計金額に、地

域区分（太田市「７級地」）の１．４％を乗じた金額を加算した額が１日当たりの個人負

担金です。 

 ＜特別診療費＞   ご利用者に対して、日常的に必要な医療行為として別に厚生労働 

大臣が定めるものを行った場合。医療行為算定額の１０％～３０％ 

（自己負担割合による） 



 ＜緊急時治療管理＞ 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合におい 

て緊急的な治療管理としての投薬・検査・注射・処置等を行った 

とき。（同一の入所者について１月に１回、連続する３日を限度） 

 ＜特定治療＞    特定治療を行った場合に、当該診療に係る以下診療報酬点数表に 

定める点数に１０円を乗じて得た額を算定する。 

 

 

各種加算について 

＊各種加算①は、受入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第 ２条第６号に規定す

る初老期における認知症によって要介 護者となった入院患者をいう。）毎に

個別の担当者を定めている場合加算。 

＊各種加算②は、入所者が居宅に外出した場合。（月６日を限度） 

＊各種加算③は、退所が見込まれるものを試行的に退所させ、その居宅において介護医療

院が居宅サービスを提供した場合。（月６回を限度） 

＊各種加算④は、入所者が専門的な診療が必要となり、他の医療機関で診療を行った場合。

（月４日を限度） 

＊各種加算⑤は、入院日から起算して３０日間（過去３ヶ月間に入所していない場合） 

＊各種加算⑥は、退所に先立って、相談員等が居宅を訪問し入所者・家族等に退所後の療

養上の指導を行った場合。（入所中１回を限度） 

＊各種加算⑦は、退所後３０日以内に居宅を訪問し、入所者・家族等に療養上の指導を行

った場合。（退所後１回を限度） 

＊各種加算⑧は 入所期間が 1 月を超える入所者が退所し、その居宅において療養を継続

する場合において、当該入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等

に対して、退所後の療養上の指導を行った場合に、入所者 1 人につき 1

回を限度として算定する。 

＊各種加算⑨は、退所時情報提供加算(Ⅰ)  

入所者が退所し、その居宅にお いて療養を継続する場合において、当該入

所者の退所後の 主治の医師に対して、当該入所者の同意を得て、当該入所 

者の診療状況、心身の状況、生活歴等の情報を提供した上 で、当該入所者

の紹介を行った場合。 

退所時情報提供加算(Ⅱ)  

入所者が退所し、医療機関に入 院する場合において、当該医療機関に対し

て、当該入所者 の同意を得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報 を

提供した上で、当該入所者の紹介を行った場合。（１人につき１回を限度） 

＊各種加算⑩は、退所に先立って、入所者が希望する居宅介護支援事業所へ、退所後のサ

ービス利用について文章による情報を提供し、連携して調整を行った場

合。（１人につき１回を限度） 

＊各種加算⑪は、協力医療機関（介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第

34 条第１項本文に規定する協力医療機関をいう。）との間で、入所者の同意

を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している

場合。 

＊各種加算⑫は、退所時に、入所者が選定する訪問看護ステーションに対し、医師が訪問

看護指示書を交付した場合。（１人につき１回を限度） 



＊各種加算⑬は、管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を 50 で除して得た数以上配置す

る。低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師・管理栄養士・看護

師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察を週 3 回以

上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施

する。低栄養状態のリクスが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、

問題がある場合は、早期に対応する。入所者ごとの栄養状態等の情報を

厚生労働省に提出し、計測的な栄養管理の実施に当たって、該当情報そ

の他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために情報を活用する。 

＊各種加算⑭は、経口移行計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による

栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合。 

＊各種加算⑮は、経口維持加算（Ⅰ） 

 現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害や誤嚥を有す

る入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、

管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、食事

の観察及び会議等を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成している場合

であって、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあって

は、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限

る。）に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合、１月につき算定。 

経口維持加算（Ⅱ） 

当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり、経口維持加算

（Ⅰ）において行う食事の観察及び会議等に、医師（人員基準に規定す

る医師を除く。）歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合、

経口維持加算（Ⅰ）に加えて、１月につき算定。 

＊各種加算⑯は、口腔衛生管理加算（Ⅰ） 

               次に掲げる基準のいずれにも該当すること。 

                １歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指

導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係計画が作成されているこ

と。 

２歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の

管理を月２回以上行うこと。 

３歯科衛生士が、１における入所者に係る口腔衛生等の管理について、

介護職員に対し、具体的な技術的助言及び指導を行うこと。 

４歯科衛生士が、１における入所者の口腔に関する介護職員からの相談

等に必要に応じ対応すること。 

５通所介護費等算定方法第１０号、第１２号、第１３号及び第１５号に

規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

１加算（Ⅰ）の要件に加え、１から５までに掲げる基準のいずれにも

適合すること。 

２入所者ごとの口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出し、口腔衛生管理の実施に当たって、当該情報その他口腔

衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している

こと。 



＊各種加算⑰は、医師の発行する食事せんに基づき、入所者の年齢、心身の状況によって

適切な内容の療養食を提供した場合１日につき３回を限度として定める

療養食を提供したときは、１日につき所定単位数を加算する。 

＊各種加算⑱は、特別食を必要とする入所者又は 低栄養状態にあると医師が判断した入所者

が、介護医療院か ら退所する際に、その居宅に退所する場合は当該入所者

の主 治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対し て、病院、

診療所又は他の介護保険施設に入院又は入所する場合は当該 医療機関等に

対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士 が当該者の栄養管理に関す

る情報を提供した場合であって、栄養マネジメント強化加算を算定していな

い場合。 

＊各種加算⑲は、算定月の前６カ月間に退所した者のうち、在宅介護を受けている者の割

合が３割を超えている場合。 

＊各種加算⑳は、認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者が、入所者の１/２以上で、認知症介 

護実践リーダー研修修了者等を配置し、定期的に会議を開催した場合 

         認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）の用件を満たし、かつ、認知症介護指導者研 

修修了者等を１名以上配置し、介護・看護職員ごとの研修計画を作成し、 

研修を実施又は実施を予定している場合。認知症チームケア推進加算を算

定している場合においては加算は算定しない 

＊各種加算㉑は、認知症の方に対し認知症の行動心理症状の予防等に資するチームケアを

提供した場合。 

認知症チームケア推進加算Ⅰ 

１、施設における入所者総数のうち、介護者が日常生活に対する注意を必要と

する認知症の方の占める割合が二分の一以上。 

２，認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下、予防等）に

資する認知症介護の指導に係る研修や認知症介護に係る研修及び認知症の行

動や心理症状の予防等のケアプログラムを含んだ研修を修了している職員を

一名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症対応チームを組んで

いる。 

３，個別に認知症の行動や心理症状の評価を計画的に行い、評価に基づく値を

測定し認知症の行動や心理症状の予防等に資するチームケアを実施している。 

４，認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動

や心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、評価の

見直しを行っている。 

認知症チームケア推進加算Ⅱ 

１，３，４を満たし、認知症介護に係る研修専門的な研修を修了している職員

を一名以上配置し、複数人の介護職員から成る対応チームを組んでいる場合は

加算。 

＊各種加算㉒は、認知症の行動・心理症状が認められた利用者について、緊急に介護医療

院サービスを行った場合。（入院日から起算して７日を限度） 

＊各種加算㉓は、排せつ支援加算（Ⅰ） 

        イ）排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込み



について、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価すると

ともに、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結果等を厚生労

働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。 

        ロ）イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減

が見込まれる者について、医師・看護師・介護支援専門員等が共同して、

排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、

支援を継続して実施していること。 

        ハ）イの評価に基づき、少なくとも 3 月に 1 回、入所者等ごとに支援計

画を見直していること 

        排せつ支援加算（Ⅱ） 

        排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切

な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、 

        施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善す

るとともに、いずれにも悪化がない、又はおむつ使用ありから使用なし

に改善していること。又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが

留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。 

        排せつ支援加算（Ⅲ） 

        排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たしている施設等において、適切

な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、 

        施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善す

るとともに、いずれにも悪化がない。又は施設入所時・利用開始時に尿

道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去され

たこと。かつおむつ使用ありから使用なしに改善していること。 

＊各種加算㉔は、再入所時栄養連携加算介護医療院に入所している者が退所し、当該者が

病院又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当

該介護医療院に入所する際、特別食を必要とする状態で二次入所におい

て必要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは

大きく異なるため、当該介護医療院の管理栄養士が当該病院又は診療所

の管理栄養士と連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、

入所者１人につき１回を限度として所定単位数を加算する。 

＊各種加算㉕は、イ）医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入

所時に行うとともに、少なくとも 3 月に１回、医学的評価の見直しを行

い、自立支援に係る支援計画等に参加していること。 

        ロ）イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であると

された者毎に、医師・看護師・介護職員・介護支援専門員・その他の職

種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従っ

たケアを実施していること。 

        ハ）イの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支

援計画を見直していること。 

        二）イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自

立支援促進の適切かつ有効的な実施の為の必要情報を活用していること。 

＊各種加算㉖は、褥瘡対策指導管理（Ⅰ） 

褥瘡対策につき十分な体制が整備されている介護医療院において、常時



褥瘡対策を行う場合。 

        褥瘡対策指導管理（Ⅱ） 

        褥瘡対策指導管理（Ⅰ）に係る基準を満たす介護医療院において、施設

入所時の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者につ

いて、かつ、施設入所時に褥瘡が認められた入所者について当該褥瘡が

治癒した場合又は褥瘡の発生のない場合。 

＊各種加算㉗は、外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し 

組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合、入所時に１回 

を限度に算定 

＊各種加算㉘は、科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 

        入所者・利用者ごとの ADL 値・栄養状態・口腔機能・認知症の状況そ

の他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し

ていること。また、必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービス

の提供に当たって、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供す

るために必要な情報を活用していること。又、LIFE へのデータ提出頻度

について、他の LIFE 関連加算と合わせて、少なくとも 3 月に 1 回に見

直す。 

        科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 

        科学的介護推進体制加算（Ⅰ）に加えて、入所者の疾病の状況や服薬情

報等の情報を、厚生労働省に提出していること。又、LIFE へのデータ提

出頻度について、他の LIFE 関連加算と合わせて、少なくとも 3 月に 1

回に見直す。 

＊各種加算㉙は、・夜勤を行う看護・介護職員が利用者数２０に対し１以上配置し、かつ、

２以上であること。 

        ・夜勤を行う看護職員数が１以上であること。 

        ・夜勤を行う看護・介護職員の１人当たり月平均夜勤時間数が７２時間以

下であること。 

＊各種加算㉚は、介護職員のうち介護福祉士の割合が５０％以上、または介護・看護職員

のうち、常勤職員である者が７５％以上配置されている場合、または７

年以上の勤続年数のある者が３０％以上配置されている場合。 

＊各種加算㉛は、高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 

１、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を

行う体制を確保している。 

        ２、協力医療機関その他の医療機関との間で、新興感染症を除く感染症

の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医

療機関等と連携し適切に対応している。 

        ３、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医

療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に一年に一回以上

参加している。 

         高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 

         感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、三年に一回以上、

施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けている。 

＊各種加算㉜は、入所者が、厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診

療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、感染した入所者に対し、

適切な感染対策を行った上で、サービスを行った場合、月１回、連続す



る５日を限度として加算。 

＊各種加算㉝は、生産性向上推進体制加算Ⅰ 

        １、入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方針を検討するための委員会において、次の事項について検討を

行い、及び事項の実施を定期的に確認していること。 

（１）業務の効率化及び質の向上又は職員の負担軽減に資する機器（以下、

介護機器）を活用する場合における入所者の安全及びケアの質の確保 

（２）職員の負担の軽減及び職務状況への配慮 

（３）介護機器の定期的な点検 

（４）業務の効率化及び質の向上並びに職員尾負担軽減を図るための職員 

研修 

２、１の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及び質の確保並び

に職員の負担に関する実績があること。 

３，介護機器を複数種類活用していること。 

４，１の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率

化及び質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、検討を踏

まえて必要な取り組みを実施し、及び取組の実施を定期的に確認する

こと 

５、事業年度ごとに１、３及び４の取組による業務の効率化及び質の確

保並びに職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

生産性向上推進体制加算Ⅱ                        

１、を満たしていること及び、介護機器を活用していること並びに事業  

年度ごとに、介護機器を活用していることと１の取組による業務の効率

化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告

していること。 

＊各種加算㉞は、（1）介護職員等の賃金改善について、介護職員等処遇改善加算Ⅳ（2.9％）

を算定した場合に算定が見込まれる額の二分の一以上を基本給又は毎月の

手当てに充て、介護福祉士であって経験・技能のある介護職員のうち 1 人は

賃金改善後の見込み額が四百四十万以上（理由によりこのかぎりではない）

であること。 

        （2）（1）の賃金改善に関する介護職員等処遇改善計画を作成して全職員に周

知し、都道府県知事に届け出ていること。 

        （3）加算の算定額に相当する賃金改善を理由がない限り（理由は知事に報告）

は実施すること。 

        （4）処遇改善に関する実績を知事に報告すること。 

        （5）労働基準法、労働者災害補償法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保

険法等に違反していないこと。 

        （6）労働保険料の納付が適切に行われていること。 

        （7）介護職員任用の際における職責又は職務内容等の要件を定め、要件につ

いて書面にて作成し全ての職員に周知し、介護職員資質向上支援の計画を策

定し研修の機会を確保、又、それを全ての職員に周知し、介護職員の経験や

資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づく定期昇給を判定する

仕組みを設け、その仕組みについて書面にて作成し全ての職員に周知してい

ること。 

        （8）（2）の届出に係る期間中に実施する処遇改善の内容と改善に要する費用

見込額を全ての職員に周知していること。 

        （9）（8）の内容等についてインターネットの利用等適切な方法により公表し

ていること。 

        （10）サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを届け出ていること。 

        上記要件の（1）から（9）までの基準に適合すること。(令和 6 年 6 月 1 日から) 



＊各種減算①は、廊下幅が設備基準を満たさない場合。（２階病棟） 

＊各種減算②は、栄養管理の基準を満たさない場合 

＊各種減算③は、運営基準における事故の発生又は再発を防止するための措置が講じられ

ていない場合 

＊各種減算④は、やむを得ず身体的拘束等を行いその理由等を記録していない場合及び以

下の措置を講じていない場合 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回開 

催するとともに、その結果を従業者に周知徹底を図ること 

        ・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること 

        ・介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

＊各種減算⑤は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生

労働省令第五号) 第四十条の二に規定する基準（虐待の防止のための対策

を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護

職員その他の従業者に周知徹底を図ること。虐待の防止のための指針を整

備すること。介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。）適合していない事。 

＊各種減算⑥は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生

労働省令第五号) 第三十条の二に規定する基準（感染症や非常災害の発生

時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。）に適合し

ていないこと。 

 

 

 

◎介護保険給付外の自己負担 

サービス 利用料 減額対象者 内容等 

食費 

 ①      300円／日 

食材料費＋調理代 
１，８００ ②      390 円／日 

円／日 ③-①    650 円／日 

③-②  1,360 円／日 

居住費 

 ①       0 円／日 光熱水費相当 

５６０ ②    430 円／日 ◆2 人部屋・3 人部屋・4 人部屋 

円／日 ③-①② 430 円／日  

 ①    550 円／日 室料＋光熱水費相当 

１，７６０ ②     550 円／日 ◆個室 

円／日 ③-①② 1,370 円／日  

理美容代 実費 理美容業者の設定する金額 

教養娯楽費 実費 教養娯楽材料代 個人購読の新聞代 

特別室料 
   １，０００円／日（税別） ２階・新館病棟（個室） 

     ５００円／日（税別） ２階病棟（２床室） 



洗濯代      ７５０円／回（税別） 施設洗濯希望者（洗濯回数を乗じる） 

特別な食事 実費 特別に希望した食事の提供 

日用品費    ３００円／日（税別） 施設での提供希望者 

ｴﾝｾﾞﾙｹｱ 死亡処置料    ３０,０００円（税別） エンゼルセット含む 

診断書 

   ４,０００円（税別） 健康診断書 

   ６,０００円（税別） 身体障害者申請用診断書 

   ６,０００円（税別） 死亡診断書 

支払証明書   

（領収書再発行費） 
５００円／枚（税別） 希望による領収書再発行の手数料 

郵便物配送料 実費 希望による郵便物等の配送料 

CD-R コピー代  １，０００円／枚（税別） 希望による X 線フィルム等の CD-R コピー代 

健康診断費用 実費 健康診断書作成の為に行う検査等 

＊食費と居住費欄で減額対象者とは、以下の区分になっています。 

①は生活保護受給者又は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税の

老齢福祉年金受給者 

②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年

金収入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円以下の方で、尚且つ預貯金等の合計が

単身で６５０万円（夫婦で１,６５０万円）未満の方。 

③-①は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税

年金収入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円超１２０万円以下の方で、尚且つ預貯

金等の合計が単身で５５０万円（夫婦で１,５５０万円）未満の方。 

③-②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税

年金収入額及び非課税年金収入額の合計が１２０万円超の方で、尚且つ預貯金等の合計が

単身で５００万円（夫婦で 1,500 万円）未満の方。 

＊医療については、当施設の医師が対応できる医療に関しては、介護保険給付サービスに

含まれておりますが、当施設の医師で対応できない処置や手術及び病状の著しい変化に

対する医療については、往診や入院・通院の対応となり、医療保険の自己負担金が別途

かかる場合があります。 

＊外泊期間中も居住費・特別な室料がかかります。 

＊サービス記録や、個人で利用するもののコピーは１枚２０円いただきます。 

＊その他、個人負担が適当と思われるものは、実費自己負担となります。 

＊特別な室料は、介護病棟の個室・２人部屋のご利用者のみ居住費とは別に加算されます。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

介護医療院 冨士ヶ丘病院 利用約款 

 

第１条（約款の目的） 

介護医療院冨士ヶ丘病院（以下「事業者」という。）は、要介護状態と認定された契約

者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り

自立した日常生活を営むことができるよう介護医療院サービスを提供し、一方、契約者

及び契約者の身元保証人は、冨士ヶ丘病院に対しそのサービスに対する料金を支払うこ

とについて取り決めることを、本約款の目的とします。 

第２条（適用期間） 

契約者が、介護医療院冨士ヶ丘病院利用契約書を当施設に提出したときから効力を有し、

退院後再び入院する場合や身元保証人の変更及び介護保険法令の改正に伴い契約内容

に変更が生じた場合は、新たに同意を得るものとします。 

第３条（施設サービス計画の決定及び変更） 

（１）事業者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものと

します。 

（２）施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が契約者及びその家族等に対して説明し、

同意を得た上で決定します。 

（３）事業者は、計画担当介護支援専門員に定期的又は、契約者及びその家族等の要請に応じ

て、施設サービス計画の変更の必要があるかどうか調査させ、その結果変更の必要があ

ると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更

するものとします。 

（４）施設サービス計画書は、書面により契約者又はその家族等に対して交付するものとしま

す。 

第４条（施設サービス内容） 

   事業者は、介護保険給付対象サービスとして、冨士ヶ丘病院において契約者に対し看護・

医学的管理の下、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行

うものとします。 

第５条（契約者が負担する利用料金） 

事業者は、契約者及び身元保証人との合意に基づき、以下に掲げるものについてサービ

スを提供し、その対価として重要事項説明書に定める金額の支払いを受けるものとしま

す。 

（１）契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費額を除いた金額 

（２）居住費（従来型個室は室料及び光熱水費相当額、多床室は光熱水費相当額） 

（３）前項については、外泊時費用及び試行的退所サービス費算定期間中も算定されます 

（４）食費（食材料費及び調理費相当額） 

（５）特別な室料（契約者が選定する特別な療養室の提供に伴う費用） 

（６）洗濯代（契約者又は身元保証人の依頼により、契約者の衣類を施設洗濯した場合） 

（７）教養娯楽費（契約者の希望による、レクリエーションやクラブ活動を行った場合の材料

費） 

（８）理美容代（契約者又は身元保証人の依頼により理・美容師が行うサービスの費用） 



（９）他科受診料（契約者又は身元保証人の了解を得て、冨士ヶ丘病院の医師が依頼して他の

医療機関を受診する場合の医療保険一部負担） 

（１０）健康管理費（インフルエンザ予防接種費用） 

（１１）契約者が希望して購読する新聞・書籍代 

（１２）日用品費（契約者又は身元保証人の依頼により提供する日用品の費用） 

（１３）診断書料及び健康診断書作成に係る検査代 

（１４）領収書の再発行手数料（入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料） 

（１５）郵便物配送料（入所者又は家族の依頼により施設から郵送する郵便物棟の配送料） 

（１６）X 線フィルム等の CD-R コピー代（入所者又は家族の依頼による CD-R コピー代） 

（１７）死亡処置料（身元保証人の依頼により処置を行った場合） 

第６条（利用料金の変更） 

   介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった場合

は、事業者は当該サービス利用料金を変更することができ、契約者及び身元保証人に説

明同意を得るものとします。 

 ２ 契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約は解

除となります。 

 ３ 契約者世帯の家計状況の急変等により、前項（５）に定める利用料については別途相談

に応じます。 

第７条（利用料金の支払い） 

   契約者及び身元保証人は、連帯して約款に基づき個別に利用したサービス等の提供に伴

う費用を支払う義務があります。 

 ２ 第５条１項から９項は利用月末締めで計算し、翌月の１０日～２０日迄に冨士ヶ丘病院

窓口において直接支払うことを原則とします。 

 ３ 冨士ヶ丘病院は、契約者又は身元保証人から支払いを受けたときは、支払者に対し領収

証を発行します。 

第８条（身体拘束の禁止） 

   冨士ヶ丘病院は、原則として身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊

急やむを得ない場合は、医師が判断し身体拘束、その他契約者の行動を制限する行為を

行うことがあります。この場合には、身元保証人の同意を得て行い、その様態及び時間、

その際の契約者の心身の状況、拘束せざるを得ない理由を診療録に記載します。 

第９条（虐待の防止） 

   冨士ヶ丘病院は、契約者の人権の擁護、虐待の防止等のために、虐待の防止に関する責

任者を選定し、次の各号に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識や技術の向上に努めます。 

（２）従業者又は擁護者等により虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

第 10 条（個人情報の保護及び守秘義務） 

   冨士ヶ丘病院の従業者は、業務上知り得た契約者又は身元保証人若しくはその家族等に

関する個人情報を、正当な理由無く第三者に洩らしません。又冨士ヶ丘病院を退職した

後も同様の扱いとします。但し、次の各号についての情報提供は、契約者及び身元保証

人に予め同意を得た上で行うこととします。 

（１）介護保険サービス及びその他保健医療・福祉サービスを円滑に利用するに当たり、市町

村、居宅介護支援事業者、サービス事業者等への情報の提供を行います。但し情報提供



について同意されない場合は、サービスが円滑に利用できないことがあります。 

（２） 職員のサービスの質の向上のための研究会での事例研究発表において使用する場合、個

人が特定されないように仮名等を使用することを厳守します。 

 ２ 前項は、契約終了後も同様の扱いとします。 

 

 

第 11 条（緊急時の対応） 

   冨士ヶ丘病院の医師は、契約者に対し医学的判断により、他医療機関又は協力歯科医療

機関等の診療を依頼又は紹介することがあります。 

 ２ 前項の他、入所中に契約者の心身の状態が急変した場合、身元保証人若しくはその家族

に対し、緊急に連絡します。 

 

第 12 条（要望又は苦情の対応） 

   契約者及び身元保証人等は、冨士ヶ丘病院が提供する介護保険サービスに対して、要望

及び苦情がある場合、苦情受付担当者に申し出るか、受付窓口前のカウンターに設置の

ご意見箱に管理者宛の文書を投函することができます。 

第 13 条（事業者の損害賠償責任） 

   冨士ヶ丘病院は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、事務所の責に帰すべき事由

により、契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 10 条に定める守秘

義務に違反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合に

は、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して、相当と認められる時に限り損害賠償責任

を減じることができるものとします。 

第 14 条（事故発生の防止及び発生時の対応） 

聖寿園の管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発

生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じるものとします。 

２ 事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際してとっ

た処置について記録し、改善策を検討します。 

 ３ 聖寿園管理者は、事故発生防止の為の委員会を設置し研修を行うものとします。 

４ 聖寿園管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行うものとします。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由によ

る場合は、この限りではありません。 

第 15 条（損害賠償がなされない場合） 

   事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、

以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。 

（１）契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（２）契約者がサービスの実施に当たって、必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

（３）契約者の急激な体調変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら

起因して損害が発生した場合 

（４）契約者が事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起

因して損害が発生した場合 



第 16 条（契約の終了及び解除） 

   事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる

事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサ

ービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求しないものとします。 

 ２ 事業者は、契約者が次の各号に該当する場合は契約を終了又は解除するものとします。 

（１）契約者が、居宅に退所又は保健・医療・福祉サービス機関に入院・入所した場合 

（２）契約者が、死亡した場合 

（３）要介護認定の更新により要支援又は自立と認定された場合 

（４）契約者又は身元保証人が利用料を請求月末までに支払わなかった場合 

（５）事業の目的や運営方針に著しく反した場合 

（６）契約者が、冨士ヶ丘病院従業者若しくは他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけ、

又は著しい背信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情が生じた場合 

 

第 17 条（協議事項） 

   本契約に定められていない事項について、事業者は介護保険法その他諸法令の定めると

ころに従い、契約者と誠意を持って協議するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



介護医療院 冨士ヶ丘病院 重要事項説明書 

 

 

 当施設への入所は、要介護認定の結果要介護１～５の認定を受け、長期的な医療・介護が必

要である方が対象となる施設です。 

 

１．施設の概要 

（１）法人名   医療法人社団松嶺会 

（２）事業所名  介護医療院 冨士ヶ丘病院 

（３）所在地   群馬県太田市熊野町３８－８１ 

（４）電話番号  ０２７６－２２－１２８１ 

（５）ＦＡＸ   ０２７６－２２－２６１６ 

（６）代表者   理事長   

（７）管理者         

（８）開設年月日  令和２年４月１日 

（９）介護保険事業指定番号   １０Ｂ０５０００２９ 

 

 

２．事業の目的 

  要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画

に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下、介護及び機能訓練その他の必要な医

療並びに日常生活のお世話を行います。 

 

 

３．運営方針 

  ①冨士ヶ丘病院は、ご利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要なリハビリテー

ションを行うことにより、機能の回復・維持を図ります。 

  ②冨士ヶ丘病院は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立ってサービス

の提供に努めます。 

  ③冨士ヶ丘病院は、明るく家庭的な雰囲気を心がけ、地域や家庭との結びつきを重視した

運営を行い、保険者、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他の保健・医療・

福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 

 

 

４．療養室定員 

  定員９７床  介護医療院居室  １人部屋・・・２０室  ２人部屋・・・ ８室 

                  ３人部屋・・・ ３室  ４人部屋・・・１３室 



５．職員配置基準 

 入所定員 ９７名 業務内容 

医師 ２．１以上 医学的管理及び指導業務 

看護職員 １７以上 夜 勤     

４ 

医学的管理のもと行われる看護及び介護業

務 

介護職員 ２５以上 施設内での日常生活の介護 

理学・作業療法士

等 
１以上 心身のリハビリテーション 

管理栄養士 １以上 栄養指導、栄養マネジメント 

薬剤師 ０．６５以上 薬の処方に関する指導等 

介護支援専門員 １以上 施設サービス計画作成 

事務職員 必要数 請求事務及び設備管理等 

調理員 必要数 調理業務 

その他 必要数 衛生業務、介護補助等 

 

６．サービス内容 

① 健康管理 

  医師や看護職員が、健康管理を行います。 

② リハビリテーション 

  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等により、集団及び個別にリハビリを行います。 

③ 食事 

  自立支援のため、離床して食堂でのお食事を原則と致します。 

朝食  ８：００～ ８：３０ 

昼食 １２：００～１２：３０  ※病状等により医師の指示による 

夕食 １７：３０～１８：３０   療養食を提供します。 

④ 入浴 

  一般浴槽及び寝たきりの方も利用できる特別浴槽を使用し最低週２回入浴できます。 

  ※身体の状態により入浴できないときは、清拭を行います。 

⑤ 排泄 

  排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑥ その他自立支援 

 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

 ・生活リズムを大切にし、普段着への更衣を促していきます。 

 ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるように援助します。 

⑦ 要介護認定更新申請及び認定変更申請の代行 

⑧ ご契約者様又はご家族様の希望により理美容師による出張理美容サービスの取次ぎ 

⑨ ご契約者様又はご家族様の希望により施設で行う衣類の洗濯 

⑩ 教養・娯楽 

 

 



７．利用料金（別紙一覧表） 

① 介護保険 １割負担から３割負担（各利用者の自己負担割合によります。） 

② 介護保険給付以外の利用料……食費、居住費、特別な室料、特別な食事、教養娯楽費、理

美容代、洗濯代、日用品費等 

   ＊食費、居住費の負担は、負担限度額認定証の対象となる方は、記載された金額となる

ため、認定証のある方は、必ず冨士ヶ丘病院受付窓口へ提示してください。 

 

８．利用料金の支払い 

請求書締め日･･･利用月末締め 

支払い日･･･利用月翌月の１０日～２０日迄 

       日曜日、祝祭日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は除く 

支払い受付時間･･･午前９：００～午後１：００ 

又は午後２：００～午後５：００ 

支払い方法･･･冨士ヶ丘病院受付窓口まで 

現金にてお支払い下さい。 

＊理美容代、教養娯楽費実費、インフルエンザ予防接種代は別途請求と致します。 

 

 

９．協力施設 

  協力介護老人保健施設 

○名  称  医療法人社団 松嶺会 介護老人保健施設 聖寿園 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－８１ 

 

協力介護老人保健施設 

○名  称  医療法人社団 松嶺会 介護老人保健施設 金山 

      ○住  所  群馬県太田市東金井町１８５６－１８ 

 

  協力介護福祉施設 

       ○名  称  社会福祉法人至誠会 介護老人福祉施設 清風園 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－８１ 

 

  協力特定施設 

      ○名  称  医療法人社団松嶺会 介護付高齢者住宅 松寿園 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－８１ 

 

  協力特定施設 

      ○名  称  医療法人社団松嶺会 介護付有料老人ホーム 桜の里 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－７５ 

 



協力歯科医療機関  （要介護３以上の寝たきりの方） 

      あおい歯科医院 

      群馬県太田市浜町４２－１５ローゼンハイツ１E 

１０．ご利用にあたっての留意事項 

【ご面会】 

    午前９：００～午後７：００ 

      ＊ご面会の方は、各病棟のセンター備え付けの面会簿にご記入下さい。 

      ＊泥酔状態でのご面会や、他の利用者様に迷惑となる行為はご遠慮下さい。 

      ＊食事制限や、嚥下状態により食べ物の差し入れを制限させていただくことがあ

りますので、各階の職員にご確認ください。 

      ＊インフルエンザ、感染性胃腸炎等の流行が懸念される場合には、利用者の健康

維持を考慮して面会制限を実施することがあります。面会制限を実施する場合

には掲示等によりお知らせいたします。 

【外出・外泊】 

      必ず医師の許可を得てください。尚、外出・外泊中に他の医療機関を受診及び入

院することはできません。 緊急やむを得ない場合も、必ず冨士ヶ丘病院に連絡

をしてください。 

【火気等の持ち込み】 

      入所される方は、ライター・発火物及び刃物類の持ち込みを禁止します。 

【設備・備品】 

      施設内の設備、備品等は独占しないよう皆さんで大切にご利用ください。 

【所持品等】 

      施設への持ち込みは、必要最低限の生活用品とし、必ず記名してください。 

      ご利用者様が管理する金銭及び貴重品の紛失・破損は施設として一切の責任を負

いかねます。 

【宗教・政治活動】 

      施設内での一切の宗教・政治活動を禁止します。 

【ペットの持ち込み】 

      施設内へのペットの持ち込みを禁止します。 

【その他】 

      職員へのお心付けは遠慮させていただいております。 

【非常災害対策】 

      ◎防災設備…スプリンクラー、消火器、消火栓、非常用滑り台 

      ◎防災訓練…年２回 

      ご利用者様にも、避難訓練にご協力をお願いしております。 

【ご契約解除】 

      請求月の月末（日曜日及び冨士ヶ丘病院が指定する休みにあたった場合はその前

日）迄にお支払いがない場合は、支払期限の翌月１５日を限りに契約を解除させ

て頂きますが、契約解除後も支払い義務は発生します。尚、未払い金がある方の

他施設への入所のご紹介はできかねます。 



１１．苦情の受付   月～金９：００～１７：００ 

◎冨士ヶ丘病院苦情解決責任者     管理者             

苦情解決委員      看護部長           

                  看護主任           

                  介護主任           

                   事務長          

※電話での受付は、０２７６－２２－１２８１へ 

 ※受付向かい側カウンター横の苦情受付箱への投函も受け付けます。 

※群馬県内、太田市内以外の方に関しましては別紙参照 

公共機関の苦情受付窓口 

  ◎太田市役所長寿あんしん課         電話０２７６－４７－１８５６ 

    月～金 ８：３０～１７：１５ 

  ◎国民健康保険団体連合会 介護保険推進課  電話０２７－２９０－１３７６ 

    月～金 ８：３０～１７：００ 

※上記以外の方は、各市町村の介護保険課窓口までお問い合わせ下さい。 

 

１２．個人情報の保護 

◎個人情報保護法に基づき、冨士ヶ丘病院では次のとおり情報の利用目的を特定します。 

【介護の提供に必要な利用目的】 

（介護関係事業者内部での利用に係る事例） 

◆冨士ヶ丘病院が提供する介護サービス 

◆介護保険事務 

◆利用者に係る冨士ヶ丘病院の管理運営業務のうち、入退所等の管理、会計・経理、事故等の

報告、当該利用者のサービスの向上 

（他の事業者等への情報提供を伴う事例） 

◆当該利用者の退所により、居宅介護支援事業者及び保健・医療・福祉サービス事業所との連

携 

◆その他の業務委託 

◆家族等への心身の状況説明 

◆審査支払機関へのレセプト提出 

◆審査支払機関、保険者、居宅介護支援事業所からの照会への回答 

◆損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

（冨士ヶ丘病院の管理運営業務） 

◆介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

◆冨士ヶ丘病院で行われる看護・介護・リハビリ等の実習への協力 

◆法人内部での症例研究（個人が特定されないように配慮します） 

 

 

１３．介護医療院 冨士ヶ丘病院の利用料金表（運営規定参照） 



苦情申立窓口別紙 

都道府県名 市区町村 担当窓口 電話 

群馬県 桐生市 桐生市役所健康長寿課 0277-46-1111 

伊勢崎市 伊勢崎市役所介護保険課 0270-27-2743 

前橋市 前橋市役所介護保険課 027-898-6132 

高崎市 高崎市役所介護保険課 027-321-1250 

館林市 館林市役所介護保険課 0276-47-5133 

大泉町 大泉町役場高齢介護課 0276-62-2121 

邑楽町 邑楽町役場福祉介護課 0276-47-5021 

千代田町 千代田町役場住民福祉課 0276-86-7000 

板倉町 板倉町役場健康介護課 0276-82-1111 

栃木県  栃木県国民健康保険団体連合会 028-643-2220 

足利市 足利市役所元気高齢課 0284-20-2136 

佐野市 佐野市役所介護保険課 0283-20-3022 

栃木市 栃木市役所高齢介護課 0282-21-2251 

小山市 小山市役所高齢生きがい課 0285-22-9541 

埼玉県  埼玉県国民健康保険団体連合会 048-824-2568 

熊谷市 大里広域市町村圏組合介護保険課 048-501-1330 

熊谷市 熊谷市役所長寿いきがい課 048-524-1398 

行田市 行田市役所高齢者福祉課 048-556-1111 

羽生市 羽生市役所高齢介護課 048-561-1121 

深谷市 深谷市役所長寿福祉課 048-574-8544 

入間市 入間市役所介護保険課 04-2964-1111 

狭山市 狭山市役所介護保険課 04-2953-1111 

さいたま市 さいたま市役所介護保険課 048-829-1264 

越谷市 越谷市役所介護保険課 048-963-9169 

東京都  東京都国民健康保険団体連合会 03-6238-0177 

品川区 品川区役所高齢者福祉課 03-5742-6737 

江戸川区 江戸川区役所介護保険課 03-5662-0061 

新宿区 新宿区役所介護保険課 03-5273-4176 

足立区 足立区役所介護保険課 03-3880-5746 

練馬区 練馬区保健福祉サービス苦情調整委員 03-3993-1344 

杉並区 杉並区役所介護保険課 03-5307-0655 

葛飾区 葛飾区介護保険課 03-5654-8246 

上記以外にお住まいの方は、匿名で構いませんので、事務室職員までご連絡いただきご確認下

さい。 

 

冨士ヶ丘病院介護医療院 

TEL：0276-22-1281 
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指定短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 運営規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、医療法人社団松嶺会が設置運営する指定短期入所療養介護介護医療院

冨士ヶ丘病院（以下「施設」という。）の運営及び利用について必要な事項を定め

施設の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

  ２  この規程は、医療法人社団松嶺会が設置運営する指定短期入所療養介護介護医療院

冨士ヶ丘病院の運営及び利用について準用するものとする。この場合、この規程に

おける「管理者」は「病院長」に「従業者」は「職員」に、それぞれ読み替えるも

のとする。 

 

（基本方針） 

第２条 施設は、利用者の心身の状況や病状、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等

の理由により、利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るために、一時

的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並

びに日常生活上の世話を受ける必要がある者に、介護医療院の療養室において、指

定短期入所療養介護介護医療院を提供するものとする。 

２   施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定短期入所

療養介護介護医療院サービスの提供に努めるものとする。 

３   施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を

行い、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事

業者、他の介護保険施設、その他保健医療機関又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めるものとする。 

 

（施設の名称） 

 第３条 施設の名称及び所在地は次の通りとする。 

  （１）名称   指定短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 

  （２）所在地  太田市熊野町３８－８１ 

 

（利用定員） 

第４条 指定短期入所療養介護介護医療院冨士ヶ丘病院の定員は、介護医療院冨士ヶ丘病院

の入所定員に空床があった場合に利用可能とする。 

 

（従業者の種類、員数及び職務の内容） 

 第５条 施設の勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとし、介護医療院冨士ヶ丘病院

との兼務とする。 

 （１）管理者 （医師）１名 

    管理者は、施設の従業員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を行う。 

 （２）医師 ２．１人以上 

    医師は、入院患者の病状に照らし妥当適切な検査、投薬、処置等を行う。 

 （３）薬剤師 ０．６５人以上 



    薬剤師は、医師の指導に従い調剤する事とし、必要に応じ服薬指導、薬剤管理指導    

を行い安全かつ有効な薬物療法を行う。 

 （４）管理栄養士又は栄養士 １人以上 

    管理栄養士又は栄養士は、栄養並びに入院患者の心身の状態病状及び嗜好を考慮し栄

養ケア計画を作成し、適切な栄養状態、食事相談、食事提供を行うものとする。    

栄養士は栄養並びに入院患者の心身の状態病状及び嗜好を考慮し適切な栄養状態、食

事相談、食事提供を行うものとする。 

 （５）看護職員 １７人以上 

    看護職員は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう入院患者の病状    

及び心身の状況に応じ看護を行う。 

 （６）介護職員 ２５人以上 

    介護職員は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病    

状及び心身の状況に応じ介護を行う。 

 （７）リハビリ職員（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士） １人以上 

    リハビリ職員は、入院患者の心身の諸機能回復を図り日常生活の自立を援助する為必

要に応じて適切なリハビリテーションを計画的に行う。 

 （８）介護支援専門員 １人以上 

    介護支援専門員は、入院患者の施設サービス計画を作成し、作成後においても施設    

サービス計画の状況の把握を行い必要に応じ施設サービス計画の変更を行う。 

 ２  第１項に定めるもののほか必要がある場合は定数を超え又はその他の従業員を置く    

ことができる。 

 

（短期入所療養介護介護医療院サービスの内容） 

 第６条 入院患者に対する介護サービスの内容は次の通りとする。 

 （（１）診察 

 （２）施設サービスの計画作成 

 （３）機能訓練 

 （４）看護 

 （５）医学的管理の下における介護 

 （６）口腔衛生の管理 

（７）食事の提供 

 （８）レクリエーション 

 （９）入院患者及びその家族への指導及び相談援助 

 （１０）その他入院患者に対する便宜の提供 

 

（施設サービスの利用料及び費用等） 

 第７条 施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサー

ビスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応

じた額の支払いを受けるものとする。 

  ２  前項の利用料負担による施設サービスの他、次の各号に掲げる事項については     

入所者からの費用の支払いを受けることにより実施することができる。 

 （１）食費（食材料費と調理費相当額）朝食６５０円 昼食６５０円 夕食６５０円 

    ※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 



 （２）滞在費に要する費用 

    多床室（光熱費相当額）           日額    ５６０円 

    従来型個室（室料と光熱費相当額）      日額  １，７６０円 

    ※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 

    ※介護保険の外泊時費用及び試行的退院費用算定期間中は、居住費・特別な室料     

も徴収する。 

    ※感染症や治療上の必要など施設側の事情により 30 日以内の期間で個室への入院     

が必要であったり、著しい精神症状等により多床室では同室者の心身の状況に     

重大な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外の対応が不可欠な者が従来型個室     

を利用する場合は、多床室での介護報酬を適用する。 

 （３）厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行った    

ことに伴い必要となる費用 

         個 室            １，０００円（税別）（２階・新館病棟） 

         ２人室              ５００円（税別）（２階病棟） 

 （４）施設で洗濯をした場合の洗濯代        ７５０円（税別）（１回・希望時） 

 （５）家族等の依頼により行う死後処置料   ３０，０００円（税別）（エンゼルケア） 

（６）死亡診断書               ６，０００円（税別）（診断書料） 

身体障害者申請用診断書料             ６，０００円（税別） 

   健康診断書料               ４，０００円（税別） 

   ＊健康診断にかかる費用は検査内容により別途実費徴収とする。 

（７）入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料  １枚 ５００円（税別） 

 （８）日用品費 入所者又は家族の依頼により提供  日額 ３００円（非課税） 

 （９）施設利用者が選定する特別な食事の提供を行った場合は実費徴収する。  

（１０）健康管理費 インフルエンザ予防接種費用 

（１１）教養娯楽費（希望時）    教養娯楽材料代・個人購読の新聞代 実費 

（１２）理美容代（希望時）            業者により異なる  実費 

（１３）入所者又は家族の依頼により、施設から郵送する郵便物等の配送料 実費 

（１４）入所者又は家族の依頼により提供する X 線フィルム等の CD-R コピー代 

１枚 １，０００円（税別） 

３  第１項並びに第２項の各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供にあたっては、予

め入所者又は家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し同意を得る

ものとする。 

 

（利用料金の変更） 

第８条 介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった

場合は、事業者は当該サービス利用料金を変更する事ができ、契約者身元保証人に

説明同意を得るものとする。 

  ２  契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意する事が出来ない場合には、本契約は

解除するものとする。 

  ３  契約者世帯の家計状況の急変等により、前条２項（３）に定める利用料については

別途相談に応じるものとする。 

 

 



（施設の利用に当たっての留意事項） 

 第９条 入院患者は、介護施設サービスの提供を受ける際には次に掲げる事項に留意しなけ

ればならない。 

 （１）健康状態に異常があった場合にはその旨申し出ること。 

 （２）機能訓練室を利用する際には職員の指示に従い機能回復に努めること。 

 （３）浴室を利用する際には職員の指示に従い転倒事故に注意すること。 

 

（外出及び外泊） 

 第 10 条 入院患者は、外出又は外泊しようとするときはその都度行く先、用件、施設へ帰

着する予定日時等を管理者に届け出て許可を得なければならない。 

   ２  前項の許可を受けたものが許可内容を変更するときは、事前にその旨を申し出      

なければならない。 

 

（面会） 

 第 11 条 入院患者に面会をしようとする者は、面会簿に所定事項を記載し管理者の確認      

を得なければならない。 

 

（禁止行為） 

 第 12 条 入院患者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

 （１）入院中の喫煙及び飲酒。 

 （２）火気を用いたり自炊をすること。 

 （３）けんか、口論、泥酔等で他人に迷惑をかけること。 

 （４）その他管理者が定めたこと。 

 

（損害賠償） 

 第 13 条 入院患者が故意または過失によって施設の設備等に損害を与えた時は、その損害

を弁償させ又は現状に回復させることができる。 

 

（非常災害対策） 

 第 14 条 施設は非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報      

及び連携体制を整備しそれらを定期的に職員に周知しなければならない。 

    ２  管理者は常に非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、定期的に訓      

練を行うものとする。 

    ３  入院患者は前項の対策に可能な限り協力しなければならない。 

   ４  災害が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築する 

観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施するものとする。 

５  訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 

 

（施設サービス評価） 

 第 15 条 管理者は、自ら施設が提供するサービスの質について評価を行い、常にその改      

善を図るものとする。 

 

 



（事故発生の防止及び発生時の対応） 

 第 16 条 管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発      

生した場合には、速やかに市町村、入院患者の家族に連絡を行うとともに必要      

な措置を講じるものとする。 

    ２  事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際し

てとって処置について記録し、改善策を検討する。 

    ３  管理者は、担当者を設置し事故発生防止の為の委員会及び研修を行うものとする。 

    ４  管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合      

は速やかに損害賠償を行うものとする。但し、事業所の責めに帰すべからざる事

由による場合はこの限りではない。 

 

（苦情等への対応） 

 第 17 条 管理者は、施設サービスに関する入院患者からの苦情に迅速かつ適切に対応す      

る為に苦情受付窓口を設置し、苦情を受け付けた時には速やかに事実関係を調査

するとともに対応の結果について入院患者に報告するものとする。 

  ２   管理者は、苦情を申し立てた入院患者に対していかなる差別的な取り扱いも行っ

てはならない。 

 

（身体拘束の制限） 

第 18 条 従業者は施設サービスの提供にあたっては入院患者の生命又は身体を保護する     

為緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入院患者の行動を制限する行為

を行ってはならない。なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合にはその様態及

び時間、その際の入院患者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しな

ければならない。 

２   身体拘束の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 

    （１） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

    （２）身体拘束等適正化のための指針を整備する。（３）介護職員その他の従業者に対

し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（虐待の防止） 

第 19 条 管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、必要な措置を講じるも

のとする。 

    ２  虐待の防止に関する責任者は管理者とする。 

    ３  管理者は、従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修を行うものと

する。 

    ４  管理者は、従業者又は擁護者により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場

合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

５  管理者は、虐待の防止等のために、以下に掲げる事項を実施する。 

     （１）虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について従業者に周知徹底する。 

     （２）虐待防止の為の指針を整備する。                   

（３）虐待を防止する為の定期的な研修を実施する。            



（４）前４号に掲げる措置を 適切に実施する為の担当者を設置する。 

（褥瘡の発生防止） 

第 20 条 施設は、指定短期入所療養介護介護医療院サービスの提供にあたり、褥瘡が発生

しないよう 

     に次の各号に定める措置を講じなければならない。 

     １ 褥瘡の発生のリスクが高い利用者に対し、褥瘡予防のための計画を作成する。 

     ２ 看護師等を褥瘡予防担当者とする。 

     ３ 委員会を設置し、褥瘡対策のための指針を整備する。 

     ４ 従業者に対し褥瘡対策に関する教育を行うものとする。 

 

（個人情報の保護及び守秘義務） 

 第 21 条 施設は、入院患者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの

為のガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。 

    ２  施設の従業者は業務上知り得た入院患者又はその家族及び他の従業者の個人情      

報を第三者に漏らしてはならない。このことについては、施設を退職した後も同

様とする。 

    ３  入院患者が保健・医療・福祉サービスを円滑に受けられるよう、関係機関との      

情報提供を行う場合は予め同意を得るものとする。 

 

（衛生管理） 

 第 22 条 管理者は、入院患者の保健衛生の維持向上及び施設における感染症又は食中毒      

の発生又は蔓延の防止を図るため次の各号に掲げる事項を実施するものとする。 

  （２） 感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のため対策を検討する委員会を設置し、

おおむね３月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図るものとする。 

  （３） 感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針の整備 

  （４） 職員その他の従業者に対する感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための      

研修の実施。 

（５） 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する

手順」に沿った対応を行う。 

（６） 感染症が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築す

る観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応じ

て計画の変更を行うものとする。 

 

（地域との連携） 

 第 23 条 管理者はその運営にあたって地域との交流を図るものとする。 

 

（職員の服務規律） 

第 24 条 職員は介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命

令に従い自己の業務に専念する。服務にあたっては、協力して施設の秩序を維持

し常に次の事項に留意すること。 

（1） 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 



（2） 管理者が不在時で急を要する事態が発生した場合は、看護部長が管理業務を臨時

的に代行する。 

（3） 各部署は別添の組織図により構成される。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 25 条 施設は従業者の資質の向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし        

業務体制を整備する。 

  （１） 採用時研修  採用後３カ月以内 

  （２） 継続研修   年１回以上 

    ２  この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団松嶺会と冨士

ヶ丘病院の管理者の協議により定めるものとする。 

 

 

 

（附 則） 

 １ この運営規程は、令和２年４月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和３年４月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和４年１０月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和６年４月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和６年８月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和７年８月１日より運用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７条 別紙 

指定短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 利用料金表 

◎介護保険給付サービス利用料金（１日あたり） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額

を除いた金額（自己負担額に応じた額）をお支払い下さい。 

 

１． 基 本 料 金  

１－１ 自己負担額１割 

〔個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，７８０円 ８，９３０円 １１，３６０円 １２，４００円 １３，３３０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額９割 
６，８４２円 ８，０３７円 １０，２２４円 １１，１６０円 １１，９９７円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）１割 
７７８円 ８９３円 １，１３６円 １，２４０円 １，３３３円 

 

〔２人室・４人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，９４０円 １０，０６０円 １２，５００円 １３，５３０円 １４，４６０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額９割 
８，０４６円 ９，０５４円 １１，２５０円 １２，１７７円 １３，０１４円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）１割 
８９４円 １，００６円 １，２５０円 １，３５３円 １，４４６円 

 

１－２ 自己負担額２割 

〔個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，７８０円 ８，９３０円 １１，３６０円 １２，４００円 １３，３３０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額８割 
６，２２４円 ７，１４４円 ９，０８８円 ９，９２０円 １０，６６４円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）２割 
１，５５６円 １，７８６円 ２，２７２円 ２，４８０円 ２，６６６円 

 

〔２人室・４人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，９４０円 １０，０６０円 １２，５００円 １３，５３０円 １４，４６０円 

2.うち、介護保険から給付

される金額８割 
７，１５２円 ８，０４８円 １０，０００円 １０，８２４円 １１，５６８円 

3.サービス利用に係る自己

負担額（１－２）２割 
１，７８８円 ２，０１２円 ２，５００円 ２，７０６円 ２，８９２円 

 



１－３ 自己負担額３割 

〔個  室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ７，７８０円 ８，９３０円 １１，３６０円 １２，４００円 １３，３３０円 

2.うち、介護保険から給

付される金額７割 
５，４４６円 ６，２５１円 ７，９５２円 ８，６８０円 ９，３３１円 

3.サービス利用に係る

自己負担額（１－２）

３割 

２，３３４円 ２，６７９円 ３，４０８円 ３，７２０円 ３，９９９円 

 

〔２人室・４人室〕 

区  分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

1.サービス利用料金 ８，９４０円 １，０６６０円 １２，５００円 １３，５３０円 １４，４６０円 

2.うち、介護保険から給

付される金額７割 
６，２５８円 ７，４６２円 ８，７５０円 ９，４７１円 １０，１２２円 

3.サービス利用に係る

自己負担額（１－２）

３割 

２，６８２円 ３，１９８円 ３，７５０円 ４，０５９円 ４，３３８円 

 

２． 加  算 

 ※ 以下の加算項目に該当した場合は、上記１．基本料金に加算されます。 

＊１割負担の場合 

加算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 

①特定診療費 
 

医療行為算定額 医療行為算定額の１０％ 

②緊急短期入所受入加算 円／日 ９００円 ９０円 

③若年性認知症利用者受入加算 円／日 １，２００円 １２０円 

④送迎加算（片道） 円／回 １，８４０円 １８４円 

⑤療養食加算 円／回 ８０円 ８円 

⑥口腔連携強化加算 円／回 ５００円 ５０円 

⑦サービス提供体制加算Ⅲ 円／日 ６０円 ６円 

⑧介護職員等処遇改善加算Ⅱ 総合計額に 4.7％を乗じた額 （１） （１）の金額 

⑨生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 円／月 １，０００円 １００円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 円／月 １００円 １０円 

（減 算） 

①医療院療養環境減算１（２階病棟） 円／日 ２５０円 ２５円 

②業務継続計画未実施減算 %／日  所定単位数の１% 

③高齢者虐待防止措置未実施減算 %／日  所定単位数の１% 

④身体拘束廃止未策定減算 %／日        所定単位数の１% 

 

 

 

 



特定介護医療院短期入所療養介護費  （日帰りショート）１回につき 

 単位 利用料金 自己負担額１割 

３時間以上４時間未満 

円／回 

６，８４０円 ６８４円 

４時間以上６時間未満 ９，４８０円 ９４８円 

６時間以上８時間未満 １３，１６０円  １，３１６円 

＊自己負担割合が２割、３割の場合、自己負担金額は１割負担の場合の２倍、３倍となります。 

＊上記基本料金と各種加算（該当するもの）の自己負担割合に応じた負担合計金額に、地域区

分（太田市「７級地」）の１．４％を乗じた金額を加算した額が１日当たりの個人負担金。 

 

各種加算について 

＊各種加算①は、利用者に対して、指導管理、リハビリ等のうち日常的に必要な医療行為

を行った場合 

＊各種加算②は、指定短期入所療養介護を緊急に行った場合 

＊各種加算③は、若年性認知症利用者に対して指定短期入所療養介護介護医療院を行った

場合 

＊各種加算④は、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う事が必要と認

められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養施設との間の送

迎を行う場合。 

＊各種加算⑤は、医師の指示により発行される食事箋で、糖尿病食・腎臓病食・胃潰瘍食・

貧血食・膵臓病食・肝臓病食・高脂血症食・痛風食及び特別な場合の検

査食該当者に１日につき３回を限度として、所定単位数を加算。 

＊各種加算⑥は、指定短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施

した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専

門員に対し、当該評価の結 果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化

加算として、１月に１回に限り所定単位数を加算する。 

＊各種加算⑦は、介護・看護職員のうち、常勤職員が７５％以上配置されている場合又は

３年以上の勤続年数者が３０％以上配置されている場合 

＊各種加算⑧は、介護職員等の賃金改善について、介護職員等処遇改善加算Ⅳ（2.9％）を算

定した場合に算定が見込まれる額の二分の一以上を基本給又は毎月の手当

てに充て、介護福祉士であって経験・技能のある介護職員のうち 1 人は賃金

改善後の見込み額が四百四十万以上（理由によりこのかぎりではない）であ

ること。 

        （2）（1）の賃金改善に関する介護職員等処遇改善計画を作成して全職員に周

知し、都道府県知事に届け出ていること。 

        （3）加算の算定額に相当する賃金改善を理由がない限り（理由は知事に報告）

は実施すること。 

        （4）処遇改善に関する実績を知事に報告すること。 

        （5）労働基準法、労働者災害補償法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保

険法等に違反していないこと。 

        （6）労働保険料の納付が適切に行われていること。 

        （7）介護職員任用の際における職責又は職務内容等の要件を定め、要件につ

いて書面にて作成し全ての職員に周知し、介護職員資質向上支援の計画を策

定し研修の機会を確保、又、それを全ての職員に周知し、介護職員の経験や

資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づく定期昇給を判定する

仕組みを設け、その仕組みについて書面にて作成し全ての職員に周知してい



ること。 

        （8）（2）の届出に係る期間中に実施する処遇改善の内容と改善に要する費用

見込額を全ての職員に周知していること。 

        （9）（8）の内容等についてインターネットの利用等適切な方法により公表し

ていること。 

        （10）サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを届け出ていること。 

        上記要件の（1）から（9）までの基準に適合すること。(令和 6 年 6 月 1 日から) 

＊各種加算⑨は、生産性向上推進体制加算Ⅰ 

        １、入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方針を検討するための委員会において、次の事項について検討を

行い、及び事項の実施を定期的に確認していること。 

（１）業務の効率化及び質の向上又は職員の負担軽減に資する機器（以下、

介護機器）を活用する場合における入所者の安全及びケアの質の確保 

（２）職員の負担の軽減及び職務状況への配慮 

（３）介護機器の定期的な点検 

（４）業務の効率化及び質の向上並びに職員尾負担軽減を図るための職員研       

修 

２，１の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及び質の確保並びに職

員の負担に関する実績があること。 

３，介護機器を複数種類活用していること。 

４，１の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及   

び質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、検討を踏まえて必

要な取り組みを実施し、及び取組の実施を定期的に確認すること 

５、事業年度ごとに１、３及び４の取組による業務の効率化及び質の確保並

びに職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 

１、を満たしていること及び、介護機器を活用していること並びに事業年度

ごとに、介護機器を活用していることと１の取組による業務の効率化及び

質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告してい

ること。 

＊各種減算①は、 廊下幅が設備基準を満たさない場合。（２階病棟） 

＊各種減算②は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生 

労働省令第五号) 第三十条の二に規定する基準（感染症や非常災害の発生時

において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。）に適合していな

いこと。 

＊各種減算③は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生

労働省令第五号) 第四十条の二に規定する基準（虐待の防止のための対策を

検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。虐待の防止のための指針を整備する

こと。介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。）適合していない事。 

＊各種減算④は、やむを得ず身体的拘束等を行いその理由等を記録していない場合及び以

下の措置を講じていない場合 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回開 

催するとともに、その結果を従業者に周知徹底を図ること 



        ・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること 

        ・介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定 

期的に実施すること。 

 

◎介護保険負担限度額認定証の自己負担 

サービス種類 利用料 減額対象者 内容等 

食費 

 ①  300円／日 

食材料費＋調理代 

朝食６５０円昼食６５０円夕食６５０円 

１，９５０ ② 390 円／日 

円／日 ③-① 650 円／日 

③-② 1.360 円／日 

滞在費 

 ①   0 円／日 光熱水費相当 

５６０ ②  430 円／日 ◆2 人部屋・4 人部屋 

円／日 ③-①②430 円／日  

 ① 550 円／日 室料＋光熱水費相当 

１，７６０ ② 550 円／日 ◆個室 

円／日 ③-①②1,370 円／日  

＊食費と居住費欄で減額対象者とは、以下の区分になっています。 

①は生活保護受給者又は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税の

老齢福祉年金受給者 

②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年

金収入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円以下の方で、尚且つ預貯金等の合計が

単身で６５０万円（夫婦で１,６５０万円）未満の方。 

③-①は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税

年金収入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円超１２０万円以下の方で、尚且つ預貯

金等の合計が単身で５５０万円（夫婦で１,５５０万円）未満の方。 

③-②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税

年金収入額及び非課税年金収入額の合計が１２０万円超の方で、尚且つ預貯金等の合計が

単身で５００万円（夫婦で 1,500 万円）未満の方。 

＊医療については、当施設の医師が対応できる医療に関しては、介護保険給付サービスに

含まれておりますが、当施設の医師で対応できない処置や手術及び病状の著しい変化に

対する医療については、往診や入院・通院の対応となり、医療保険の自己負担金が別途

かかる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 利用約款 

 

第１条（約款の目的） 

指定短期入所療養介護介護医療院冨士ヶ丘病院（以下「事業者」という。）は、要介護

状態と認定された契約者に対し、介護保険法令の趣旨に従い、利用者の心身の状況若し

くは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に

入所して、看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受け

る必要があるものを対象に、冨士ヶ丘病院の療養室等において、指定短期入所療養介護

介護医療院を提供し、一方、契約者及び契約者の身元保証人は、冨士ヶ丘病院に対しそ

のサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的としま

す。 

第２条（適用期間） 

契約者が、指定短期入所療養介護介護医療院利用契約書を当施設に提出したときから効

力を有し、要介護認定期間までとする。要介護認定期間満了後も契約内容に変更がない

場合は同じ条件で更新されるものとし、契約内容に変更が生じた場合は、新たに同意を

得るものとします。 

第３条（施設サービス計画の決定及び変更) 

（１）事業者は、居宅サービス計画に基づき、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関

する業務を担当させるものとします。 

（２）施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が契約者及びその家族等に対して説明し、

同意を得た上で決定します。 

（３）事業者は、計画担当介護支援専門員に定期的又は、契約者及びその家族等の要請に応じ

て、施設サービス計画の変更の必要があるかどうか調査させ、その結果変更の必要があ

ると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更

するものとします。 

（４）施設サービス計画書は、書面により契約者又はその家族等に対して交付するものとしま

す。 

第４条（短期入所療養介護介護医療院サービスの内容） 

   事業者は、介護保険給付対象サービスとして、冨士ヶ丘病院において契約者に対し看護・

医学的管理の下、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行

うものとします。 

第５条（契約者が負担する利用料金） 

事業者は、契約者及び身元保証人との合意に基づき、以下に掲げるものについてサービ

スを提供し、その対価として重要事項説明書に定める金額の支払いを受けるものとしま

す。 

（１）契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費額を除いた金額 

（２）滞在費（従来型個室は室料及び光熱水費相当額、多床室は光熱水費相当額） 

（３）食費（食材料費及び調理費相当額） 

（４）特別な室料（契約者が選定する特別な療養室の提供に伴う費用） 

（５）洗濯代（契約者又は身元保証人の依頼により、契約者の衣類を施設で洗濯した場合） 

（６）教養娯楽費（契約者の希望による、レクリエーションやクラブ活動を行った場合の材料

費） 



（７）理美容代（契約者又は身元保証人の依頼により理・美容師が行うサービスの費用） 

（８）他科受診料（契約者又は身元保証人の了解を得て、冨士ヶ丘病院の医師が依頼して他の

医療機関を受診する場合の医療保険一部負担） 

（９）健康管理費（インフルエンザ予防接種費用） 

（１０）契約者が希望して購読する新聞・書籍代 

（１１）日用品費（契約者又は身元保証人の依頼により提供する日用品の費用） 

（１２）診断書料及び健康診断書作成に係る検査代 

（１３）領収書の再発行手数料（入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料） 

（１４）郵便物配送料（入所者又は家族の依頼により施設から郵送する郵便物棟の配送料） 

（１５）X 線フィルム等の CD-R コピー代（入所者又は家族の依頼による CD-R コピー代） 

（１６）死亡処置料（身元保証人の依頼により処置を行った場合） 

第 6 条（利用料金の変更） 

   介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった場合

は、事業者は当該サービス利用料金を変更することができ、契約者及び身元保証人に説

明し同意を得るものとします。 

 ２ 契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約は解

除となります。 

 ３ 契約者世帯の家計状況の急変等により前条（４）に定める利用料については、別途相談

に応じます。 

第７条（利用料金の支払い） 

   契約者及び身元保証人は、連帯して約款に基づき個別に利用したサービス等の提供に伴

う費用を支払う義務があります。 

 ２ 第５条１項から９項は利用月末締めで計算し、翌月の１０日～２０日迄に冨士ヶ丘病院

窓口において直接支払うことを原則とします。 

 ３ 冨士ヶ丘病院は、契約者又は身元保証人から支払いを受けたときは、支払者に対し領収

証を発行します。 

第８条（身体拘束の禁止） 

   冨士ヶ丘病院は、原則として身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊

急やむを得ない場合は、医師が判断し身体拘束、その他契約者の行動を制限する行為を

行うことがあります。この場合には、身元保証人の同意を得て行い、その様態及び時間、

その際の契約者の心身の状況、拘束せざるを得ない理由を診療録に記載します。 

第９条（虐待の防止） 

   冨士ヶ丘病院は、契約者の人権の擁護、虐待の防止等のために、虐待の防止に関する責

任者を選定し、次の各号に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識や技術の向上に努めます。 

（２）従業者又は擁護者等により虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

第 10 条（個人情報の保護及び守秘義務） 

   冨士ヶ丘病院の従業者は、業務上知り得た契約者又は身元保証人若しくはその家族等に

関する秘密を、正当な理由無く第三者に洩らしません。又冨士ケ丘病院を退職した後も

同様の扱いとします。但し、次の各号についての情報提供は、契約者及び身元保証人に

予め同意を得た上で行うこととします。 

（１）介護保険サービス及びその他保健医療・福祉サービスを円滑に利用するに当たり、市町



村、居宅介護支援事業者、サービス事業者等への情報の提供を行います。但し 

情報提供について、同意されない場合は、サービスが円滑に利用できないことがありま

す。 

（２）職員のサービスの質の向上のための研究会での事例研究発表において使用する場合、個

人が特定されないように仮名等を使用することを厳守します。 

 ２ 前項は、契約終了後も同様の扱いとします。 

第 11 条（緊急時の対応） 

   冨士ヶ丘病院の医師は、契約者に対し医学的判断により、他の医療機関又は協力歯科医

療機関等の診療を依頼又は紹介することがあります。 

 ２ 前項の他、入所中に契約者の心身の状態が急変した場合、身元保証人若しくはその家族

に対し、緊急に連絡します。 

第 12 条（要望又は苦情の対応） 

   契約者及び身元保証人等は、冨士ヶ丘病院が提供する介護保険サービスに対して、要望

及び苦情がある場合、苦情受付担当者に申し出るか、受付窓口前のカウンターに設置の

ご意見箱に管理者宛の文書を投函することができます。 

第 13 条（事業者の損害賠償責任） 

   冨士ヶ丘病院は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由に

より、契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 10 条に定める守秘義

務に違反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、

契約者の置かれた心身の状況を斟酌して、相当と認められる時に限り損害賠償責任を減

じることができるものとします。 

第 14 条（事故発生の防止及び発生時の対応） 

聖寿園の管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発

生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じるものとします。 

２ 事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際してとっ

た処置について記録し、改善策を検討します。 

 ３ 聖寿園管理者は、事故発生防止の為の委員会を設置し研修を行うものとします。 

４ 聖寿園管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行うものとします。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由によ

る場合は、この限りではありません。 

第 15 条（損害賠償がなされない場合） 

   事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、

以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。 

（１）契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（２）契約者が、サービスの実施に当たって、必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（３）契約者の急激な体調変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら

起因して損害が発生した場合 

（４）契約者が事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起

因して損害が発生した場合 

第 16 条（契約の終了及び解除） 



   事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる

事由により、サービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施した

サービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求しないものとします。 

 ２ 事業者は、契約者が次の各号に該当する場合は契約を終了又は解除するものとします。 

（１）契約者が、死亡した場合 

（２）要介護認定の更新により要支援又は自立と認定された場合 

（３）契約者又は身元保証人が利用料を請求月末までに支払わなかった場合 

（４）事業の目的や運営方針に著しく反した場合 

（５）契約者が、冨士ヶ丘病院従業者若しくは他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけ、

又は著しい背信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情が生じた場合 

 

第 17 条（協議事項） 

   本契約に定められていない事項について、事業者は介護保険法その他諸法令の定めると

ころに従い、契約者と誠意を持って協議するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 重要事項説明書 

 

１．施設の概要 

（１）法人名   医療法人社団 松嶺会 

（２）事業所名  指定短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 

（３）所在地   群馬県太田市熊野町３８－８１ 

（４）電話番号  ０２７６－２２－１２８１ 

（５）ＦＡＸ   ０２７６－２２－２６１６ 

（６）代表者   理事長   

（７）管理者         

（８）開設年月日    昭和６２年１１月１４日 

（９）介護保険事業指定番号    

 

２．事業の目的 

  居宅要介護者等について、短期間入所し短期入所療養介護計画に基づいて、看護・医学的

管理のもと、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行います。 

 

３．運営方針 

  ①冨士ヶ丘病院は、ご利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことがで

きるようにすると共に、居宅における生活への復帰を目指し、看護・医学的管理下にお

ける介護及び機能訓練その他必要なリハビリテーションを行うことにより、機能の回

復・維持を図ります。 

  ②冨士ヶ丘病院は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立ってサービス

の提供に努めます。 

  ③冨士ヶ丘病院は、明るく家庭的な雰囲気を心がけ、地域や家庭との結びつきを重視した

運営を行い、保険者、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他の保健・医療・

福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 

 

４．療養室定員 入所定員に空きがある場合にご利用できます。 

  定員９７床  介護医療院居室  １人部屋・・・２０室  ２人部屋・・・ ８室 

                  ３人部屋・・・ ３室  ４人部屋・・・１３室 

 

 

 



５．職員配置基準 

 入所定員９７名 業務内容 

医師 ２．１以上 医学的管理及び指導業務 

看護職員 １ ７ 以

上 

夜勤     

４ 

医学的管理のもと行われる看護及び介護業務 

介護職員 ２ ５ 以

上 

施設内での日常生活の介護 

理学・作業療法士等 １以上 心身のリハビリテーション 

管理栄養士 １以上 栄養指導、栄養マネジメント 

薬剤師 ０．６５以上 薬の処方に関する指導等 

介護支援専門員 １以上 施設サービス計画作成 

事務職員 必要数 請求事務及び設備管理等 

調理員 必要数 調理業務 

その他 必要数 衛生業務、介護補助等 

＊入所定員に空きがある場合にご利用可能なため、職員は介護医療院冨士ヶ丘病院との兼務と

なる。 

 

６．サービス内容 

① 健康管理・・・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

② リハビリテーション・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等により、集団及び個別

にリハビリを行います。 

③ 食事・・・自立支援のため、離床して食堂でのお食事を原則と致します。 

朝食  ８：００～８：３０ 

昼食 １２：００～１２：３０  ※病状等により医師の指示による 

夕食 １７：３０～１８：３０   療養食を提供します。 

④ 入浴・・・一般浴槽及び寝たきりの方も利用できる特別浴槽を使用し最低週２回入浴でき

ます。※身体の状態により入浴できないときは、清拭を行います。 

⑤ 排泄・・・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑥ その他自立支援 

     ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

     ・生活リズムを大切にし、普段着への更衣を促していきます。 

     ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるように援助します。 

⑦ 送迎（実施区域･･･太田市、千代田町、邑楽町、大泉町、桐生市、伊勢崎市、足利市） 

⑧ ご契約者様又はご家族様の希望により施設で行う衣類の洗濯 

⑨ ご契約者様又はご家族様の希望により理美容師による理美容サービスの取次ぎ 

⑩ 教養・娯楽 

 

 



７．利用料金（別紙一覧表） 

① 介護保険 １割負担から３割負担（各利用者の自己負担割合によります。） 

② 介護保険給付以外の利用料……食費、滞在費、特別な室料、特別な食事、教養娯楽費、理

美容代、洗濯代、日用品費 

    ＊食費、滞在費の負担は、負担限度額認定証の対象となる方は、記載された金額とな

るため、認定証のある方は、必ず冨士ヶ丘病院受付窓口へ提示してください。 

 

８．利用料金の支払い 

請求書締め日･･･利用月末締め 

支払い日･･･利用月翌月の１０日～２０日迄 

       日曜日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は除く 

支払い受付時間･･･午前９：００～午後１：００ 

又は午後２：００～午後５：００ 

支払い方法･･･冨士ヶ丘病院受付窓口まで 

現金にてお支払い下さい。 

＊理美容代、教養娯楽費実費、インフルエンザ予防接種代は別途請求と致します。 

 

９．協力施設 

  協力介護老人保健施設 

○名  称  医療法人社団 松嶺会 介護老人保健施設 聖寿園 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－８１ 

協力介護老人保健施設 

○名  称  医療法人社団 松嶺会 介護老人保健施設 金山 

      ○住  所  群馬県太田市東金井町１８５６－１８ 

  協力介護福祉施設 

       ○名  称  社会福祉法人至誠会 介護老人福祉施設 清風園 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－８１ 

  協力特定施設 

      ○名  称  医療法人社団松嶺会 介護付高齢者住宅 松寿園 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－８１ 

協力特定施設 

      ○名  称  医療法人社団松嶺会 介護付有料老人ホーム 桜の里 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－７５ 

 

協力歯科医療機関  （要介護３以上の寝たきりの方） 

      あおい歯科医院 

      群馬県太田市浜町４２－１５ローゼンハイツ１E 

 

 



１０．ご利用にあたっての留意事項 

【ご面会】 

    午前９：００～午後７：００ 

      ＊ご面会の方は、各病棟のセンター備え付けの面会簿にご記入下さい。 

      ＊泥酔状態でのご面会や、他の利用者様に迷惑となる行為はご遠慮下さい。 

      ＊食事制限や、嚥下状態により食べ物の差し入れを制限させていただくことがあ

りますので、各階の職員にご確認ください。 

      ＊インフルエンザ、感染性胃腸炎等の流行が懸念される場合には、利用者の健康

維持を考慮して面会制限を実施することがあります。面会制限を実施する場合

には掲示等によりお知らせいたします。 

【外食・外泊】 

      必ず医師の許可を得てください。尚、外出中に他の医療機関を受診したり入院す

ることはできません。 緊急やむを得ない場合も、必ず冨士ヶ丘病院に連絡をし

てください。 

【火気等の持ち込み】 

      入所される方は、ライター・発火物及び刃物類の持ち込みを禁止します。 

【設備・備品】 

      施設内の設備、備品等は独占しないよう皆さんで大切にご利用ください。 

【所持品等】 

      施設への持ち込みは、必要最低限の生活用品とし、必ず記名してください。 

      ご利用者様が管理する金銭及び貴重品の紛失・破損は施設として一切の責任を負

いかねます。 

【宗教・政治活動】 

      施設内での一切の宗教・政治活動を禁止します。 

【ペットの持ち込み】 

      施設内へのペットの持ち込みを禁止します。 

【その他】 

      職員へのお心付けは遠慮させていただいております。 

【非常災害対策】 

      ◎防災設備…スプリンクラー、消火器、消火栓、非常用滑り台 

      ◎防災訓練…年２回 

      ご利用者様にも、避難訓練にご協力をお願いしております。 

【ご契約解除】 

      請求月の月末（日曜日及び冨士ヶ丘病院が指定する休みにあたった場合はその前

日）迄にお支払いがない場合は、支払期限の翌月以降の契約を解除させて頂きま

すが、契約解除後も支払い義務は発生します。 

 

１１．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

    ◎第三者評価の実施はありません。 

 



１２．苦情の受付   月～金９：００～１７：００ 

◎冨士ヶ丘病院苦情解決責任者     管理者              

苦情解決委員      看護部長           

                  看護主任          

                  介護主任          

                   事務長          

※電話での受付は、０２７６－２２－１２８１へ 

 ※受付向かい側カウンター横の苦情受付箱への投函も受け付けます。 

※群馬県内、太田市内以外の方に関しましては別紙参照 

公共機関の苦情受付窓口 

  ◎太田市役所長寿あんしん課         電話０２７６－４７－１８５６ 

◎千代田町役場住民福祉課          電話０２７６－８６－７０００ 

◎邑楽町役場亞福祉介護課          電話０２７６－４７－５０２１ 

◎大泉町役場高齢介護課           電話０２７６－６２－２１２１ 

◎桐生市役所健康長寿課           電話０２７７－４６－１１１１ 

◎伊勢崎市役所介護保険課          電話０２７０－２７－２７４３ 

◎足利市役所元気高齢課           電話０２８４－２０－２１３６ 

    月～金 ８：３０～１７：１５ 

  ◎群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険推進課  電話０２７－２９０－１３７６ 

◎栃木県国民健康保険団体連合会 介護福祉課    電話０２８－６４３－２２２０ 

    月～金 ８：３０～１７：００ 

※上記以外の方は、各市町村の介護保険課窓口までお問い合わせ下さい。 

 

１３．個人情報の保護 

◎個人情報保護法に基づき、冨士ヶ丘病院では次のとおり情報の利用目的を特定します。 

【介護の提供に必要な利用目的】 

（介護関係事業者内部での利用に係る事例） 

◆冨士ヶ丘病院が提供する介護サービス 

◆介護保険事務 

◆利用者に係る冨士ヶ丘病院の管理運営業務のうち、入退所等の管理、会計・経理、事故等の

報告、当該利用者のサービスの向上 

（他の事業者等への情報提供を伴う事例） 

◆当該利用者の退所により、居宅介護支援事業者及び保健・医療・福祉サービス事業所との連

携 

◆その他の業務委託 

◆家族等への心身の状況説明 

◆審査支払機関へのレセプト提出 

◆審査支払機関、保険者、居宅介護支援事業所からの照会への回答 

◆損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

（冨士ヶ丘病院の管理運営業務） 

◆介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 



◆冨士ヶ丘病院で行われる看護・介護・リハビリ等の実習への協力 

◆法人内部での症例研究（個人が特定されないように配慮します） 

 

１４．指定短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 利用料金表 

  （運営規定参照） 
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指定介護予防短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 運営規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、医療法人社団松嶺会が設置運営する指定介護予防短期入所療養介護介

護医療院冨士ヶ丘病院（以下「施設」という。）の運営及び利用について必要な事

項を定め施設の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

  ２  この規程は、医療法人社団松嶺会が設置運営する指定介護予防短期入所療養介護介

護医療院冨士ヶ丘病院の運営及び利用について準用するものとする。この場合、こ

の規程における「管理者」は「病院長」に「従業者」は「職員」に、それぞれ読み

替えるものとする。 

 

（基本方針） 

第２条 施設は、利用者の心身の状況や病状、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等

の理由により、利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るために、一時

的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並

びに日常生活上の世話を受ける必要がある者に、介護医療院の療養室において、指

定介護予防短期入所療養介護介護医療院を提供するものとする。 

２  施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って指定介護予防

短期入所療養介護介護医療院サービスの提供に努めるものとする。 

３  施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を

行い、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅介護サービス事

業者、他の介護保険施設、その他保健医療機関又は福祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めるものとする。 

 

（施設の名称） 

 第３条 施設の名称及び所在地は次の通りとする。 

  （１）名称   指定介護予防短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 

  （２）所在地  太田市熊野町３８－８１ 

 

（利用定員） 

第４条 指定介護予防短期入所療養介護介護医療院冨士ヶ丘病院の定員は、介護医療院冨士

ヶ丘病院の入所定員に空床があった場合に利用可能とする。 

 

（従業者の種類、員数及び職務の内容） 

 第５条 施設の勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとし、介護医療院冨士ヶ丘病院

との兼務とする。 

 （１）管理者 （医師）１名 

    管理者は、施設の従業員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を行う。 

 （２）医師 ２．１人以上 

    医師は、入院患者の病状に照らし妥当適切な検査、投薬、処置等を行う。 

 （３）薬剤師 ０．６５人以上 



    薬剤師は、医師の指導に従い調剤する事とし、必要に応じ服薬指導、薬剤管理指導    

を行い安全かつ有効な薬物療法を行う。 

 （４）管理栄養士又は栄養士 １人以上 

    管理栄養士又は栄養士は、栄養並びに入院患者の心身の状態病状及び嗜好を考慮し栄

養ケア計画を作成し、適切な栄養状態、食事相談、食事提供を行うものとする。栄養

士は栄養並びに入院患者の心身の状態病状及び嗜好を考慮し適切な栄養状態、食事相

談、食事提供を行うものとする。 

 （５）看護職員 １７人以上 

    看護職員は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう入院患者の病状    

及び心身の状況に応じ看護を行う。 

 （６）介護職員 ２５人以上 

    介護職員は、入院患者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、入院患者の病    

状及び心身の状況に応じ介護を行う。 

 （７）リハビリ職員（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士） １名以上 

    リハビリ職員は、入院患者の心身の諸機能回復を図り日常生活の自立を援助する為必

要に応じて適切なリハビリテーションを計画的に行う。 

 （８）介護支援専門員 １人以上 

    介護支援専門員は、入院患者の施設サービス計画を作成し、作成後においても施設    

サービス計画の状況の把握を行い必要に応じ施設サービス計画の変更を行う。 

 ２  第１項に定めるもののほか必要がある場合は定数を超え又はその他の従業員を置く    

ことができる。 

 

（介護予防短期入所療養介護介護医療院サービスの内容） 

 第６条 入院患者に対する介護サービスの内容は次の通りとする。 

 １）診察 

 （２）施設サービスの計画作成 

 （３）機能訓練 

 （４）看護 

 （５）医学的管理の下における介護 

 （６）口腔衛生の管理 

（７）食事の提供 

 （８）レクリエーション 

 （９）入院患者及びその家族への指導及び相談援助 

 （１０）その他入院患者に対する便宜の提供 

 

（施設サービスの利用料及び費用等） 

 第７条 施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサー

ビスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応

じた額の支払いを受けるものとする。 

  ２  前項の利用料負担による施設サービスの他、次の各号に掲げる事項については     

入所者からの費用の支払いを受けることにより実施することができる。 

 （１）食費（食材料費と調理費相当額） 朝食６５０円 昼食６５０円 夕食６５０円       

    ※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 



 （２）滞在費に要する費用 

    多床室（光熱費相当額）           日額    ５６０円 

    従来型個室（室料と光熱費相当額）      日額  １，７６０円 

    ※介護保険負担限度額認定証の交付を受けている場合は認定証に記載された額 

    ※介護保険の外泊時費用及び試行的退院費用算定期間中は、居住費・特別な室料     

も徴収する。 

    ※感染症や治療上の必要など施設側の事情により 30 日以内の期間で個室への入院     

が必要であったり、著しい精神症状等により多床室では同室者の心身の状況に重大

な影響を及ぼすおそれが高く、個室以外の対応が不可欠な者が従来型個室を利用す     

る場合は、多床室での介護報酬を適用する。 

 （３）厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行った    

ことに伴い必要となる費用 

         個 室            １，０００円（税別）（２階・新館病棟） 

         ２人室              ５００円（税別）（２階病棟） 

 （４）施設で洗濯をした場合の洗濯代        ７５０円（税別）（１回・希望時） 

 （５）家族等の依頼により行う死後処置料   ３０，０００円（税別）（エンゼルケア） 

（６）死亡診断書               ６，０００円（税別）（診断書料） 

      身体障害者申請用診断書料             ６，０００円（税別） 

    健康診断書料               ４，０００円（税別） 

   ＊健康診断にかかる費用は検査内容により別途実費徴収とする。 

（７）入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料  １枚 ５００円（税別） 

 （８）日用品費 入所者又は家族の依頼により提供  日額 ３００円（非課税） 

 （９）施設利用者が選定する特別な食事の提供を行った場合は実費徴収する。  

（１０）健康管理費 インフルエンザ予防接種費用 

（１１）教養娯楽費（希望時）    教養娯楽材料代・個人購読の新聞代 実費 

（１２）理美容代（希望時）            業者により異なる  実費 

（１３）入所者又は家族の依頼により、施設から郵送する郵便物等の配送料 実費 

（１４）入所者又は家族の依頼により提供する X 線フィルム等の CD-R コピー代 

１枚 １，０００円（税別） 

３  第１項並びに第２項の各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供にあたっては、予

め入所者又は家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し同意を得る

ものとする。 

 

（利用料金の変更） 

 第８条 介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった

場合は、事業者は当該サービス利用料金を変更することができ、契約者及び身元保

証人に説明同意を得るものとする。 

  ２  契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意する事が出来ない場合には、本契約は

解除するものとする。 

  ３  契約者世帯の家計状況の急変等により、前条２項（３）に定める利用料については

別途相談に応じるものとする。 

 

 



（施設の利用に当たっての留意事項） 

 第９条 入院患者は、介護施設サービスの提供を受ける際には次に掲げる事項に留意しなけ

ればならない。 

 （１）健康状態に異常があった場合にはその旨申し出ること。 

 （２）機能訓練室を利用する際には職員の指示に従い機能回復に努めること。 

 （３）浴室を利用する際には職員の指示に従い転倒事故に注意すること。 

 

（外出及び外泊） 

第 10 条 入院患者は、外出又は外泊しようとするときはその都度行く先、用件、施設へ帰

着する予定日時等を管理者に届け出て許可を得なければならない。 

   ２   前項の許可を受けたものが許可内容を変更するときは、事前にその旨を申し出な

ければならない。 

 

（面会） 

 第 11 条 入院患者に面会をしようとする者は、面会簿に所定事項を記載し管理者の確認      

を得なければならない。 

 

（禁止行為） 

 第 12 条 入院患者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

 （１）喫煙及び飲酒すること。 

 （２）火気を用いたり、自炊をすること。 

 （３）けんか、口論、泥酔等で他人に迷惑をかけること。 

 （４）その他管理者が定めたこと。 

 

（損害賠償） 

 第 13 条 入院患者が故意または過失によって施設の設備等に損害を与えた時は、その損害

を弁償させ又は現状に回復させることができる。 

 

（非常災害対策） 

 第 14 条 施設は非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報      

及び連携体制を整備しそれらを定期的に職員に周知しなければならない。 

  ２   管理者は常に非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、定期的に訓      

練を行うものとする。 

  ３   入院患者は前項の対策に可能な限り協力しなければならない。 

  ４   災害が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築する 

観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施するものとする。 

５  訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。 

 

（施設サービス評価） 

 第 15 条 管理者は、自ら施設が提供するサービスの質について評価を行い、常にその改       

善を図るものとする。 

 

 



（事故発生の防止及び発生時の対応） 

 第 16 条  管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発      

生した場合には、速やかに市町村、入院患者の家族に連絡を行うとともに必要

な措置を講じるものとする。 

    ２   事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際し

てとって処置について記録し、改善策を検討する。 

    ３   管理者は、担当者を設置し事故発生防止の為の委員会及び研修を行うものとする。 

４   管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合       

は速やかに損害賠償を行うものとする。但し、事業所の責めに帰すべからざる事

由による場合はこの限りではない。 

 

（苦情等への対応） 

 第 17 条  管理者は、施設サービスに関する入院患者からの苦情に迅速かつ適切に対応す      

る為に苦情受付窓口を設置し、苦情を受け付けた時には速やかに事実関係を調

査するとともに対応の結果について入院患者に報告するものとする。 

    ２    管理者は、苦情を申し立てた入院患者に対していかなる差別的な取り扱いも行っ

てはならない。 

 

（身体拘束の制限） 

第 18 条 従業者は施設サービスの提供にあたっては入院患者の生命又は身体を保護する     

為緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入院患者の行動を制限する行

為を行ってはならない。なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合にはその様

態及び時間、その際の入院患者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記

録しなければならない。 

   ２   身体拘束の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。 

    （１） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催する

とともに、その結果について介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 

   （２） 身体拘束等適正化のための指針を整備する。（３）介護職員その他の従業者に

対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

（虐待の防止） 

第 19 条 管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、必要な措置を講じるも

のとする。 

    ２  虐待の防止に関する責任者は管理者とする。 

    ３  管理者は、従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修を行うものと

する。 

    ４  管理者は、従業者又は擁護者により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場

合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

   ５  管理者は、虐待の防止等のために、以下に掲げる事項を実施する。 

     （１）虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について従業者に周知徹底する。 

    （２）虐待防止の為の指針を整備する。 

（３）虐待を防止する為の定期的な研修を実施する。 



（４）前４号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を設置する。 

（褥瘡の発生防止） 

第 20 条 施設は、指定介護予防短期入所療養介護介護医療院サービスの提供にあたり、褥

瘡が発生しないように次の各号に定める措置を講じなければならない。 

     １ 褥瘡の発生のリスクが高い利用者に対し、褥瘡予防のための計画を作成する。 

     ２ 看護師等を褥瘡予防担当者とする。 

     ３ 委員会を設置し、褥瘡対策のための指針を整備する。 

     ４ 従業者に対し褥瘡対策に関する教育を行うものとする。 

 

（個人情報の保護及び守秘義務） 

 第 21 条  施設は、入院患者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いの

為のガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。 

    ２  施設の従業者は業務上知り得た入院患者又はその家族及び他の従業者の個人情      

報を第三者に漏らしてはならない。このことについては、施設を退職した後も同

様とする。 

   ３  入院患者が保健・医療・福祉サービスを円滑に受けられるよう、関係機関との      

情報提供を行う場合は予め同意を得るものとする。 

 

（衛生管理） 

 第 22 条 管理者は、入院患者の保健衛生の維持向上及び施設における感染症又は食中毒      

の発生又は蔓延の防止を図るため次の各号に掲げる事項を実施するものとする。 

  （２） 感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のため対策を検討する委員会を設置し、

おおむね３月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図るものとする。 

  （３） 感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針の整備 

  （４） 職員その他の従業者に対する感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための      

研修の実施。 

（５） 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する

手順」に沿った対応を行う。 

（６） 感染症が発生した場合であっても、サービスを継続的に提供できる体制を構築す

る観点から、業務継続に向けた計画の策定、研修及び訓練を実施し、必要に応

じて計画の変更を行うものとする。 

 

（地域との連携） 

 第 23 条  管理者はその運営にあたって地域との交流を図るものとする。 

 

（職員の服務規律） 

第 24 条 職員は介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命

令に従い自己の業務に専念する。服務にあたっては、協力して施設の秩序を維持

し常に次の事項に留意すること。 

（1） 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。 

（2） 管理者が不在時で急を要する事態が発生した場合は、看護部長が管理業務を臨時



的に代行する。 

（3） 各部署は別添の組織図により構成される。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第 25 条  施設は従業者の資質の向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものと  

し業務体制を整備する。 

  （１） 採用時研修  採用後３カ月以内 

  （２） 継続研修   年１回以上 

    ２   この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団松嶺会と冨士

ヶ丘病院の管理者の協議により定めるものとする。 

 

 

（附 則） 

 １ この運営規程は、令和２年４月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和３年４月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和４年１０月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和６年４月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和６年８月１日より運用するものとする。 

（附 則） 

 １ この運営規定は、令和７年８月１日より運用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７条 別紙 

指定介護予防短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院の利用料金表 

 

◎介護保険給付サービス利用料金（１日あたり） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額

を除いた金額（自己負担割合に応じた額）をお支払い下さい。 

 

１． 基 本 料 金 

１－１ 自己負担額１割 

〔個  室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ６，０３０円 ７，４１０円 

2.うち、介護保険から給付される金額９割 ５，４２７円 ６，６６９円 

3.サービス利用に係る自己負担額 

（１－２）１割 
６０３円 ７４１円 

 

〔多床室 ２人室・３人室・４人室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ６，６６０円 ８，２７０円 

2.うち、介護保険から給付される金額９割 ５，９９４円 ７，４４３円 

3.サービス利用に係る自己負担額 

（１－２）１割 
６６６円 ８２７円 

 

１－２ 自己負担額２割 

〔個  室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ６，０３０円 ７，４１０円 

2.うち、介護保険から給付される金額８割 ４，８２４円 ５，９２８円 

3.サービス利用に係る自己負担額 

（１－２）２割 
１，２０６円 １，４８２円 

 

〔多床室 ２人室・３人室・４人室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ６，６６０円 ８，２７０円 

2.うち、介護保険から給付される金額８割 ５，３２８円 ６，６１６円 

3.サービス利用に係る自己負担額 

（１－２）２割 
１，３３２円 １，６５４円 

 

 

 

１－３ 自己負担額３割 



〔個  室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ６，０３０円 ７，４１０円 

2.うち、介護保険から給付される金額７割 ４，２２１円 ５，１８７円 

3.サービス利用に係る自己負担額 

（１－２）３割 
１，８０９円 ２，２２３円 

 

〔多床室 ２人室・３人室・４人室〕 

区  分 要支援１ 要支援２ 

1.サービス利用料金 ６，６６０円 ８，２７０円 

2.うち、介護保険から給付される金額７割 ４，６６２円 ５，７８９円 

3.サービス利用に係る自己負担額 

（１－２）３割 
１，９９８円 ２，４８１円 

 

２． 加  算 

 ※ 以下の加算項目に該当した場合は、上記１．基本料金に加算されます。 

＊１割負担の場合 

加算名称 単位 利用料金 自己負担額１割 

①認知症行動・心理症状緊急対応加算  円／日 ２，０００円 ２００円 

②若年性認知症利用者受入加算 円／日 １，２００円 １２０円 

③送迎加算 円／回 片道 １，３４０円 １３４円 

④療養食加算 円／回 ８０円 ８円 

⑤口腔連携強化加算 円／月 ５００円 ５０円 

⑥生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 円／月 １，０００円 １００円 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 円／月 １００円 １０円 

⑦サービス提供体制加算Ⅲ 円／日 ６０円 ６円 

⑧ 介 護 職 員 等 処 遇 改 善 加 算 Ⅱ    

（令和 6 年 6 月 1 日から） 
総合計額に 4.7%を乗じた額（１） （１）の金額 

⑨特定診療費 医療行為算定額 医療行為算定額の１０％ 

（減 算） 

➉医療院療養環境減算１（２階病棟） 円／日 ２５０円 ２５円 

②業務継続計画未実施減算 %／日  所定単位数の１% 

③高齢者虐待防止措置未実施減算 %／日  所定単位数の１% 

④身体拘束廃止未策定減算 %／日  所定単位数の１% 

＊自己負担割合が２割、３割の場合、自己負担金額は１割負担の場合の２倍、３倍となります。 

＊上記基本料金と各種加算（該当するもの）の自己負担割合に応じた負担合計金額に、地域区

分（太田市「７級地」）の１．４％を乗じた金額を加算した額が１日当たりの個人負担金。 

 

 

 

 



各種加算について 

 

＊各種加算①は、認知症日常生活自立度がⅢ以上であって、認知症行動・心理症状が認め

られ、在宅生活が困難であると医師が判断した場合 

＊各種加算②は、受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること。 

＊各種加算③は、利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う事が必要と認

められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養施設との間の送

迎を行う場合。 

＊各種加算④は、医師の指示により発行される食事箋で、糖尿病食・腎臓病食・胃潰瘍食・

貧血食・膵臓病食・肝臓病食・高脂血症食・痛風食及び特別な場合の検

査食該当者に１日につき３回を限度として、所定単位数を加算。 

＊各種加算⑤は、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科

医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行った時。 

＊各種加算⑥は、生産性向上推進体制加算Ⅰ 

        １、入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方針を検討するための委員会において、次の事項について検討を

行い、及び事項の実施を定期的に確認していること。 

（１）業務の効率化及び質の向上又は職員の負担軽減に資する機器（以下、

介護機器）を活用する場合における入所者の安全及びケアの質の確保 

（２）職員の負担の軽減及び職務状況への配慮 

（３）介護機器の定期的な点検 

（４）業務の効率化及び質の向上並びに職員尾負担軽減を図るための職員 

研修 

２、１の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及び質の確保並び

に職員の負担に関する実績があること。 

３，介護機器を複数種類活用していること。 

４，１の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率

化及び質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、検討を踏

まえて必要な取り組みを実施し、及び取組の実施を定期的に確認する

こと 

５、事業年度ごとに１、３及び４の取組による業務の効率化及び質の確

保並びに職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

生産性向上推進体制加算Ⅱ                        

１、を満たしていること及び、介護機器を活用していること並びに事業  

年度ごとに、介護機器を活用していることと１の取組による業務の効率

化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績を厚生労働省に報告

していること。 

＊各種加算⑦は、常勤職員が７５％以上配置されている場合 

＊各種加算⑧は、（1）介護職員等の賃金改善について、介護職員等処遇改善加算Ⅳ（2.9％）

を算定した場合に算定が見込まれる額の二分の一以上を基本給又は毎月の

手当てに充て、介護福祉士であって経験・技能のある介護職員のうち 1 人は

賃金改善後の見込み額が四百四十万以上（理由によりこのかぎりではない）

であること。 

        （2）（1）の賃金改善に関する介護職員等処遇改善計画を作成して全職員に周

知し、都道府県知事に届け出ていること。 



        （3）加算の算定額に相当する賃金改善を理由がない限り（理由は知事に報告）

は実施すること。 

        （4）処遇改善に関する実績を知事に報告すること。 

        （5）労働基準法、労働者災害補償法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保

険法等に違反していないこと。 

        （6）労働保険料の納付が適切に行われていること。 

        （7）介護職員任用の際における職責又は職務内容等の要件を定め、要件につ

いて書面にて作成し全ての職員に周知し、介護職員資質向上支援の計画を策

定し研修の機会を確保、又、それを全ての職員に周知し、介護職員の経験や

資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づく定期昇給を判定する

仕組みを設け、その仕組みについて書面にて作成し全ての職員に周知してい

ること。 

        （8）（2）の届出に係る期間中に実施する処遇改善の内容と改善に要する費用

見込額を全ての職員に周知していること。 

        （9）（8）の内容等についてインターネットの利用等適切な方法により公表し

ていること。 

        （10）サービス提供体制強化加算Ⅰ又はⅡを届け出ていること。 

        上記要件の（1）から（9）までの基準に適合すること。(令和 6 年 6 月 1 日から) 

＊各種加算⑨は、利用者に対して、指導管理、リハビリ等のうち日常的に必要な医療行為

を行った場合 

＊各種減算①は、廊下幅が設備基準を満たさない場合。（２階病棟） 

＊各種減算②は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生

労働省令第五号) 第三十条の二に規定する基準（感染症や非常災害の発生

時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。）に適合し

ていないこと。 

＊各種減算③は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生

労働省令第五号) 第四十条の二に規定する基準（虐待の防止のための対策を

検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。虐待の防止のための指針を整備する

こと。介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。）適合していない事。 

＊各種減算④は、やむを得ず身体的拘束等を行いその理由等を記録していない場合及び以

下の措置を講じていない場合 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回開

催するとともに、その結果を従業者に周知徹底を図ること 

        ・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること 

        ・介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定

期的に実施すること。 

 

 

 

 

 

 



 

◎介護保険負担限度額認定証の自己負担 

サービス種類 利用料 減額対象者 内容等 

食費 

 ① 300 円／

日 
食材料費＋調理代 

朝食６５０円昼食６５０円夕食６５０円 
１，９５０ ② 390 円／日 

円／日 ③-① 650 円／日 

③-② 1.360 円／日 

滞在費 

 ①   0 円／日 光熱水費相当 

５６０ ②  430 円／日 ◆2 人部屋・4 人部屋 

円／日 ③-①②430 円／日  

 ① 550 円／日 室料＋光熱水費相当 

１，７６０ ② 550 円／日 ◆個室 

円／日 ③-①②1,370 円／日  

＊食費と居住費欄で減額対象者とは、以下の区分になっています。 

①は生活保護受給者又は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税の

老齢福祉年金受給者 

②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税年

金収入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円以下の方で、尚且つ預貯金等の合計が

単身で６５０万円（夫婦で１,６５０万円）未満の方。 

③-①は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税

年金収入額及び非課税年金収入額の合計が８０万円超１２０万円以下の方で、尚且つ預貯

金等の合計が単身で５５０万円（夫婦で１,５５０万円）未満の方。 

③-②は世帯全体（世帯を分離している配偶者を含む）が住民税非課税であり、本人の課税

年金収入額及び非課税年金収入額の合計が１２０万円超の方で、尚且つ預貯金等の合計が

単身で５００万円（夫婦で 1,500 万円）未満の方。 

＊医療については、当施設の医師が対応できる医療に関しては、介護保険給付サービスに

含まれておりますが、当施設の医師で対応できない処置や手術及び病状の著しい変化に

対する医療については、往診や入院・通院の対応となり、医療保険の自己負担金が別途

かかる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定介護予防短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 利用約款 

 

第１条（約款の目的） 

指定介護予防短期入所療養介護介護医療院冨士ヶ丘病院（以下「事業者」という。）は、

要支援状態と認定された契約者に対し、介護保険法令の趣旨に従い、利用者の心身の状

況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一

時的に入所して、看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等

を受ける必要があるものを対象に、冨士ヶ丘病院の療養室等において、指定介護予防短

期入所療養介護介護医療院を提供し、一方、契約者及び契約者の身元保証人は、冨士ヶ

丘病院に対しそのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約

款の目的とします。 

第２条（適用期間） 

契約者が、指定介護予防短期入所療養介護介護医療院利用契約書を当施設に提出したと

きから効力を有し、要支援認定期間までとする。要支援認定期間満了後も契約内容に変

更がない場合は同じ条件で更新されるものとし、契約内容に変更が生じた場合は、新た

に同意を得るものとします。 

第３条（介護予防短期入所療養介護計画の決定及び変更) 

（１）事業者は、介護予防サービス計画に基づき介護支援専門員に介護予防短期入所療養介護

計画の作成に関する業務を担当させるものとします。 

（２）介護予防短期入所療養介護計画は、計画担当介護支援専門員が契約者及びその家族等に

対して説明し、同意を得た上で決定します。 

（３）事業者は、計画担当介護支援専門員に定期的又は、契約者及びその家族等の要請に応じ

て、介護予防短期入所療養介護計画の変更の必要があるかどうか調査させ、その結果変

更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、計画を変更

するものとします。 

（４）介護予防短期入所療養介護計画書は、書面により契約者又はその家族等に対して交付す

るものとします。 

第４条（介護予防短期入所療養介護介護医療院サービスの内容） 

   事業者は、介護保険給付対象サービスとして、冨士ヶ丘病院において契約者に対し看護・

医学的管理の下、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行

うものとします。 

第５条（契約者が負担する利用料金） 

事業者は、契約者及び身元保証人との合意に基づき、以下に掲げるものについてサービ

スを提供し、その対価として重要事項説明書に定める金額の支払いを受けるものとしま

す。 

（１）契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付費額を除いた金額 

（２）滞在費（従来型個室は室料及び光熱水費相当額、多床室は光熱水費相当額） 

（３）食費（食材料費及び調理費相当額） 

（４）特別な室料（契約者が選定する特別な療養室の提供に伴う費用） 

（５）洗濯代（契約者又は身元保証人の依頼により、契約者の衣類を施設で洗濯した場合） 

（６）教養娯楽費（契約者の希望による、レクリエーションやクラブ活動を行った場合の材料

費） 

（７）理美容代（契約者又は身元保証人の依頼により理・美容師が行うサービスの費用） 



（８）他科受診料（契約者又は身元保証人の了解を得て、冨士ヶ丘病院の医師が依頼して他の

医療機関を受診する場合の医療保険一部負担） 

（９）健康管理費（インフルエンザ予防接種費用） 

（１０）契約者が希望して購読する新聞・書籍代 

（１１）日用品費（契約者又は身元保証人の希望により提供する日用品の費用） 

（１２）診断書料及び健康診断書作成に係る検査代 

（１３）領収書の再発行手数料（入所者又は家族の依頼による領収書の再発行手数料） 

（１４）郵便物配送料（入所者又は家族の依頼により施設から郵送する郵便物棟の配送料） 

（１５）X 線フィルム等の CD-R コピー代（入所者又は家族の依頼による CD-R コピー代） 

（１６）死亡処置料（身元保証人の依頼により処置を行った場合） 

第 6 条（利用料金の変更） 

   介護保険給付費体系の変更や、その他やむを得ない事由により料金の変更があった場合

は、事業者は当該サービス利用料金を変更することができ、契約者及び身元保証人に説

明し同意を得るものとします。 

 ２ 契約者及び身元保証人は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約は解

除となります。 

 ３ 契約者世帯の家計状況の急変等により前条（４）に定める利用料については、別途相談

に応じます。 

第７条（利用料金の支払い） 

   契約者及び身元保証人は、連帯して約款に基づき個別に利用したサービス等の提供に伴

う費用を支払う義務があります。 

 ２ 第５条１項から９項は利用月末締めで計算し、翌月の１０日～２０日迄に冨士ヶ丘病院

窓口において直接支払うことを原則とします。 

 ３ 冨士ヶ丘病院は、契約者又は身元保証人から支払いを受けたときは、支払者に対し領収

証を発行します。 

第８条（身体拘束の禁止） 

   冨士ヶ丘病院は、原則として身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊

急やむを得ない場合は、医師が判断し身体拘束、その他契約者の行動を制限する行為を

行うことがあります。この場合には、身元保証人の同意を得て行い、その様態及び時間、

その際の契約者の心身の状況、拘束せざるを得ない理由を診療録に記載します。 

第９条（虐待の防止） 

   冨士ヶ丘病院は、契約者の人権の擁護、虐待の防止等のために、虐待の防止に関する責

任者を選定し、次の各号に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や、知識や技術の向上に努めます。 

（２）従業者又は擁護者等により虐待を受けたと思われる契約者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

第 10 条（個人情報の保護及び守秘義務） 

   冨士ヶ丘病院の従業者は、業務上知り得た契約者又は身元保証人若しくはその家族等に

関する秘密を、正当な理由無く第三者に洩らしません。又冨士ヶ丘病院を退職した後も

同様の扱いとします。但し、次の各号についての情報提供は、契約者及び身元保証人に

予め同意を得た上で行うこととします。 

（１）介護保険サービス及びその他保健医療・福祉サービスを円滑に利用するに当たり、市町

村、居宅介護支援事業者、サービス事業者等への情報の提供を行います。但し情報提供



について、同意されない場合は、サービスが円滑に利用できないことがあります。 

（２）職員のサービスの質の向上のための研究会での事例研究発表において使用する場合、個

人が特定されないように仮名等を使用することを厳守します。 

 ２ 前項は、契約終了後も同様の扱いとします。 

第 11 条（緊急時の対応） 

   冨士ヶ丘病院の医師は、契約者に対し医学的判断により、他の医療機関又は協力歯科医

療機関等の診療を依頼又は紹介することがあります。 

 ２ 前項の他、入所中に契約者の心身の状態が急変した場合、身元保証人若しくはその家族

に対し、緊急に連絡します。 

第 12 条（要望又は苦情の対応） 

   契約者及び身元保証人等は、冨士ヶ丘病院が提供する介護保険サービスに対して、要望

及び苦情がある場合、苦情受付担当者に申し出るか、受付窓口前のカウンターに設置の

ご意見箱に管理者宛の文書を投函することができます。 

第 13 条（事業者の損害賠償責任） 

   冨士ヶ丘病院は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由に

より、契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 10 条に定める守秘義

務に違反した場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、

契約者の置かれた心身の状況を斟酌して、相当と認められる時に限り損害賠償責任を減

じることができるものとします。 

第 14 条（事故発生の防止及び発生時の対応） 

聖寿園の管理者は、施設サービスの提供により事故発生の防止に努め、万が一事故が発

生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じるものとします。 

２ 事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合は、状況及び事故に際してとっ

た処置について記録し、改善策を検討します。 

 ３ 聖寿園管理者は、事故発生防止の為の委員会を設置し研修を行うものとします。 

４ 聖寿園管理者は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、

速やかに損害賠償を行うものとします。但し、事業所の責めに帰すべからざる事由によ

る場合は、この限りではありません。 

第 15 条（損害賠償がなされない場合） 

   事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、

以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。 

（１）契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（２）契約者が、サービスの実施に当たって、必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

（３）契約者の急激な体調変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら

起因して損害が発生した場合 

（４）契約者が事業者若しくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起

因して損害が発生した場合 

第 16 条（契約の終了及び解除） 

   事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる

事由により、サービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施した



サービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求しないものとします。 

 ２ 事業者は、契約者が次の各号に該当する場合は契約を終了又は解除するものとします。 

（１）契約者が、死亡した場合 

（２）要支援認定の更新により自立又は要介護と認定された場合 

（３）契約者又は身元保証人が利用料を請求月末までに支払わなかった場合 

（４）事業の目的や運営方針に著しく反した場合 

（５）契約者が、冨士ヶ丘病院従業者若しくは他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけ、

又は著しい背信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい事情が生じた場合 

 

第 17 条（協議事項） 

   本契約に定められていない事項について、事業者は介護保険法その他諸法令の定めると

ころに従い、契約者と誠意を持って協議するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



指定介護予防短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 重要事項説明書 

 

１．施設の概要 

（１）法人名   医療法人社団 松嶺会 

（２）事業所名  指定介護予防短期入所療養介護 介護医療院 冨士ヶ丘病院 

（３）所在地   群馬県太田市熊野町３８－８１ 

（４）電話番号  ０２７６－２２－１２８１ 

（５）ＦＡＸ   ０２７６－２２－２６１６ 

（６）代表者   理事長   

（７）管理者         

（８）開設年月日  令和２年４月１日 

（９）介護保険事業指定番号  １０Ｂ０５０００２９  

 

２．事業の目的 

  居宅要介護者等について、短期間入所し介護予防短期入所療養介護計画に基づいて、看護・

医学的管理のもと、介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上のお世話を行

います。 

 

３．運営方針 

  ①冨士ヶ丘病院は、ご利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことがで

きるようにすると共に、居宅における生活への復帰を目指し、看護・医学的管理下にお

ける介護及び機能訓練その他必要なリハビリテーションを行うことにより、機能の回

復・維持を図ります。 

  ②冨士ヶ丘病院は、ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立ってサービス

の提供に努めます。 

  ③冨士ヶ丘病院は、明るく家庭的な雰囲気を心がけ、地域や家庭との結びつきを重視した

運営を行い、保険者、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、その他の保健・医療・

福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。 

 

４．療養室定員 入所定員に空きがある場合にご利用できます。 

  定員９７床  介護医療院居室  １人部屋・・・２０室  ２人部屋・・・ ８室 

                  ３人部屋・・・ ３室  ４人部屋・・・１３室 

 

 

 



５．職員配置基準 

 入所定員９７名 業務内容 

医師 ２．１以上 医学的管理及び指導業務 

看護職員 １７以上 夜勤     

４ 

医学的管理のもと行われる看護及び介護業

務 

介護職員 ２５以上 施設内での日常生活の介護 

理学・作業療法士

等 

１以上 心身のリハビリテーション 

管理栄養士 １以上 栄養指導、栄養マネジメント 

薬剤師 ０．６５以上 薬の処方に関する指導等 

介護支援専門員 １以上 施設サービス計画作成 

事務職員 必要数 請求事務及び設備管理等 

調理員 必要数 調理業務 

その他 必要数 衛生業務、介護補助等 

＊入所定員に空きがある場合にご利用可能なため、職員は介護医療院冨士ヶ丘病院との兼務と

なる。 

 

６．サービス内容 

① 健康管理・・・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

② リハビリテーション・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等により、集団及び個別

にリハビリを行います。 

③ 食事・・・自立支援のため、離床して食堂でのお食事を原則と致します。 

朝食  ８：００～８：３０ 

昼食 １２：００～１２：３０  ※病状等により医師の指示による 

夕食 １７：３０～１８：３０   療養食を提供します。 

④ 入浴・・・一般浴槽及び寝たきりの方も利用できる特別浴槽を使用し最低週２回入浴でき

ます。※身体の状態により入浴できないときは、清拭を行います。 

⑤ 排泄・・・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

⑥ その他自立支援 

     ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

     ・生活リズムを大切にし、普段着への更衣を促していきます。 

     ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるように援助します。 

⑦ 送迎（実施区域･･･太田市、千代田町、邑楽町、大泉町、桐生市、伊勢崎市、足利市） 

⑧ ご契約者様又はご家族様の希望により施設で行う衣類の洗濯 

⑨ ご契約者様又はご家族様の希望により理美容師による理美容サービスの取次ぎ 

⑩ 教養・娯楽 

 

 

 

 



 

７．利用料金（別紙一覧表） 

① 介護保険 １割負担から３割負担（各利用者の自己負担割合によります。） 

② 介護保険給付以外の利用料……食費、滞在費、特別な室料、特別な食事、教養娯楽費、理

美容代、洗濯代、日用品費 

    ＊食費、滞在費の負担は、負担限度額認定証の対象となる方は、記載された金額とな

るため、認定証のある方は必ず冨士ケ丘病院受付窓口へ提示してください。 

 

８．利用料金の支払い 

請求書締め日･･･利用月末締め 

支払い日･･･利用月翌月の１０日～２０日迄 

       日曜日、年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は除く 

支払い受付時間･･･午前９：００～午後１：００ 

又は午後２：００～午後５：００ 

支払い方法･･･冨士ヶ丘病院受付窓口まで 

現金にてお支払い下さい。 

＊理美容代、教養娯楽費実費、インフルエンザ予防接種代は別途請求と致します。 

 

９．協力施設 

  協力介護老人保健施設 

○名  称  医療法人社団 松嶺会 介護老人保健施設 聖寿園 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－８１ 

協力介護老人保健施設 

○名  称  医療法人社団 松嶺会 介護老人保健施設 金山 

      ○住  所  群馬県太田市東金井町１８５６－１８ 

  協力介護福祉施設 

       ○名  称  社会福祉法人至誠会 介護老人福祉施設 清風園 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－８１ 

  協力特定施設 

      ○名  称  医療法人社団松嶺会 介護付高齢者住宅 松寿園 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－８１ 

協力特定施設 

      ○名  称  医療法人社団松嶺会 介護付有料老人ホーム 桜の里 

      ○住  所  群馬県太田市熊野町３８－７５ 

 

協力歯科医療機関  （要介護３以上の寝たきりの方） 

      あおい歯科医院 

      群馬県太田市浜町４２－１５ローゼンハイツ１E 

 



１０．ご利用にあたっての留意事項 

【ご面会】 

    午前９：００～午後７：００ 

      ＊ご面会の方は、各階のセンター備え付けの面会簿にご記入下さい。 

      ＊泥酔状態でのご面会や、他の利用者様に迷惑となる行為はご遠慮下さい。 

      ＊食事制限や、嚥下状態により食べ物の差し入れを制限させていただくことがあ

りますので、各階の職員にご確認ください。 

      ＊インフルエンザ、感染性胃腸炎等の流行が懸念される場合には、利用者の健康

維持を考慮して面会制限を実施することがあります。面会制限を実施する場合

には掲示等によりお知らせいたします。 

【外食・外泊】 

      必ず医師の許可を得てください。尚、外出中に他の医療機関を受診したり入院す

ることはできません。 緊急やむを得ない場合も、必ず冨士ヶ丘病院に連絡をし

てください。 

【火気等の持ち込み】 

      入院される方は、ライター・発火物及び刃物類の持ち込みを禁止します。 

【設備・備品】 

      病院内の設備、備品等は独占しないよう皆さんで大切にご利用ください。 

【所持品等】 

      病院内への持ち込みは、必要最低限の生活用品とし、必ず記名してください。 

      ご利用者様が管理する金銭及び貴重品の紛失・破損は施設として一切の責任を負

いかねます。 

【宗教・政治活動】 

      病院内での一切の宗教・政治活動を禁止します。 

【ペットの持ち込み】 

      病院内へのペットの持ち込みを禁止します。 

【その他】 

      職員へのお心付けは遠慮させていただいております。 

【非常災害対策】 

      ◎防災設備…スプリンクラー、消火器、消火栓、非常用滑り台 

      ◎防災訓練…年２回 

      ご利用者様にも、避難訓練にご協力をお願いしております。 

【ご契約解除】 

      請求月の月末（日曜日及び冨士ヶ丘病院が指定する休みにあたった場合はその前

日）迄にお支払いがない場合は、支払期限の翌月以降の契約を解除させて頂きま

すが、契約解除後も支払い義務は発生します。 

 

１１．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

  ◎第三者評価の実施はありません。 

 

 



１２．苦情の受付   月～金９：００～１７：００ 

◎冨士ヶ丘病院苦情解決責任者     管理者          

苦情解決委員      看護部長          

                  看護主任          

                  介護主任          

                   事務長          

 

※電話での受付は、０２７６－２２－１２８１へ 

 ※受付向かい側カウンター横の苦情受付箱への投函も受け付けます。 

※群馬県内、太田市内以外の方に関しましては別紙参照 

公共機関の苦情受付窓口 

  ◎太田市役所長寿あんしん課         電話０２７６－４７－１８５６ 

◎千代田町役場住民福祉課          電話０２７６－８６－７０００ 

◎邑楽町役場亞福祉介護課          電話０２７６－４７－５０２１ 

◎大泉町役場高齢介護課           電話０２７６－６２－２１２１ 

◎桐生市役所健康長寿課           電話０２７７－４６－１１１１ 

◎伊勢崎市役所介護保険課          電話０２７０－２７－２７４３ 

◎足利市役所元気高齢課           電話０２８４－２０－２１３６ 

    月～金 ８：３０～１７：１５ 

  ◎群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険推進課  電話０２７－２９０－１３７６ 

◎栃木県国民健康保険団体連合会 介護福祉課    電話０２８－６４３－２２２０ 

    月～金 ８：３０～１７：００ 

※上記以外の方は、各市町村の介護保険課窓口までお問い合わせ下さい。 

 

１３．個人情報の保護 

◎個人情報保護法に基づき、冨士ケ丘病院では次のとおり情報の利用目的を特定します。 

【介護の提供に必要な利用目的】 

（介護関係事業者内部での利用に係る事例） 

◆冨士ヶ丘病院が提供する介護サービス 

◆介護保険事務 

◆利用者に係る冨士ヶ丘病院の管理運営業務のうち、入退所等の管理、会計・経理、事故等の

報告、当該利用者のサービスの向上 

（他の事業者等への情報提供を伴う事例） 

◆当該利用者の退所により、居宅介護支援事業者及び保健・医療・福祉サービス事業所との連

携 

◆その他の業務委託 

◆家族等への心身の状況説明 

◆審査支払機関へのレセプト提出 

◆審査支払機関、保険者、居宅介護支援事業所からの照会への回答 

◆損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

（冨士ヶ丘病院の管理運営業務） 



◆介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

◆冨士ヶ丘病院で行われる看護・介護・リハビリ等の実習への協力 

◆法人内部での症例研究（個人が特定されないように配慮します） 

１４．指定介護予防短期入所療養介護 介護医療院 冨士ケ丘病院 利用料金表 

 （運営規定参照） 


